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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年７月１１日（月）１６：３０～１９：２５ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監（原子力安全・保

安院）、坪井審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力安全委員会

事務局）、松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会 

 ただ今から、政府東京電力統合対策室の、合同記者会見を始めさせていただ

きます。事前にメールでお知らせさせていただいてるところでございますが、

本日でございますが細野大臣におかれましては、公務のため記者会見の欠席と

いうことでございます。また園田大臣政務官におかれましては、5時半ごろにこ

ちらのほうに来ていただくということになっておりますので、宜しくお願いし

ます。それでは、早速ではございますが式次第に従いまして進めさせていただ

きます。関係機関からの説明ということで、環境モニタリングについてでござ

いますが、東京電力からサイト内における環境モニタリング結果につきまして

説明いたします。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

 東京電力の松本でございます。それでは発電所敷地周辺におきます空気と海

水の状況につきましてご紹介させていただきます。まず資料のタイトルを申し

上げますと、「福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種

分析の結果について」ということで、サブタイトルが第 108 報になっておりま

す。こちらの方は発電所の敷地の西門、それからモニタリングポストの 1 番、

並びに 2 号機の風下側ということで、毎日測定をしているものでございます。

ページをめくっていただきまして、1枚目の裏面のところに測定結果、記載させ

ていただいております。本日は、福島第一の西門 11 時 30 分から測定いたした

ものが、セシウム 134 で空気中の濃度限度に対する割合といたしましては 0.00

倍といった状況でございます。それから経時変化につきましては、お手元の 2

枚目の表面、グラフの方をご確認ください。それから、本日は空気中の放射性

物質の測定関係で、敷地内で測定点を増やしたもので、3箇所ほど測定したもの

の結果が出ておりますので、改めてご紹介させていただきます。 
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資料のタイトル申し上げますと、「福島第一発電所構内における空気中放射性物

質の核種分析の結果について」ということで、右肩に参考資料と書いてある A4

横の 1 枚ものになります。こちらの方は、第一原子力発電所の 1 号機の北側法

面、それから山側、2 号機の山側といったところで、この度 12 箇所ほどサンプ

リング点を増やしたうちの 3 箇所分の測定になります。測定結果につきまして

は、この表のとおりでございます。1号機の山側で、若干量セシウム 134 と 137

が検出されております。今後、検出限界未満となっているところにつきまして

も、より詳細な測定が出来るかどうか検討していきたいというふうに考えてお

ります。続きまして、海水の状況になります。「福島第一原子力発電所付近の海

水からの放射性物質の検出について」ということで、サブタイトルが第 110 報

となっているものになります。こちらは、発電所の沿岸部 4 箇所、それから沖

合の各地点におきます分析結果になります。ページをめくっていただきまして、

1枚目の裏面のところから各種測定結果、記載させていただきました。2枚目の

裏面のところから、経時変化の方、記載がございますけれども、横ばいないし

若干の低減傾向というような状況でございます。それから、本日もう 1 つ資料

ございます。参考資料ということで、A4 縦の 1 枚もので、裏が地図になってい

るものを 1枚ご用意させていただきました。この度、私どもといたしましては、

政府の方とご相談させていただきながら、海底土の調査地点を増やすというこ

とで考えております。これまで小高区の沖合の 3 キロ地点、それから岩沢海岸

沖合の 3 キロ地点におきまして、毎月実施中でございましたけれども、この表

に記載のとおり、ほぼ月 1 回のペースで各地点の海底土のサンプリングを行っ

ていきたいとうふうに考えております。東京電力からは以上でございます。 

 

○司会 

 続きまして、文部科学省から環境モニタリング結果等につきまして説明いた

します。 

 

○文部科学省 

 文部科学省でございます。お手元に環境モニタリングの結果についてという

ことでお配りしております。まず全国的な調査ということで、都道府県別の放

射能水準調査の結果、全国の大学の協力によります空間放射線量の結果、それ

から定時降下物、上水、いずれも大きな変化はございません。また発電所周辺

につきまして、空間線量率の測定結果、積算線量の結果、ダストサンプリング

等の結果についても、大きな変化ございません。また今回、海域の調査という

ことで、2つ付けております。1つは、環境省が先週発表いただいた調査の分も

付けております。あと学校の調査でございますけれども、こちらも 44 ページ以
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降でございますけれども、4月の上旬には、校庭で 3.7μSv/h 以上でありました

が、先週測定した中では、小中学校は全て 1μSv/h 以下ということになってお

りまして、ごく一部、高校等で、4つほどの学校がまだ 1以上あるところがある

という、そのような状況になっているということでございます。以上でござい

ます。 

 

○司会 

 続きまして、原子力安全委員会より環境モニタリング結果の評価のついて説

明いたします。 

 

○原子力安全委員会事務局 

 原子力安全委員会事務局の加藤でございます。私のほうからは、環境モニタ

リング結果の評価についてという、7 月 11 日付けの原子力安全委員会の紙、通

常は 1枚で裏表ですが、今日は両面コピーで 2枚にわたっております。それと、

こちらの参考資料、1ページ目がＡ4横長で福島県の地図になっておりますけれ

ども、これを用いて説明申し上げます。 

資料の 1の空間放射線量、それから 2の空気中の放射性物質濃度については、

特段大きな変化はございません。3の航空モニタリングにつきましては、金曜日

に文科省から 7 月 2 日時点に合わせたものの発表がございました。今日の段階

では、地上での測定結果と同様な分布をしてるというところまででございます

けれど、金曜日も若干申し上げましたけども、前回との比較など測定結果のよ

り詳細な説明を文科省からいただいた上で、そういった内容も踏まえて、より

詳細な評価結果をお示ししたいというふうに考えております。 

4 の環境試料ですけども、資料の 2ページ目に入っていただきますと、まず海

水についてというものがございます。参考資料の方では、29 ページから 32 ペー

ジにかけてであります。これは東京電力が、30 キロ圏内あるいは茨城、宮城沿

岸まで測ったものでありますけども、これが 7 月 5 日から 8 日に採取した海水

サンプルについてでありますけれど、セシウムが検出されてるポイントがあり

ますが濃度限度以下であるという状況であります。 

それから、お手元の 33 ページですが、これはやはり東京電力が 30 キロ圏内

で、海水中のプルトニュウムを測定した結果でありまして、全てのポイントで

検出限界未満という結果でありますけども、この結果だけからは、今回の施設

の影響の有無については確定的なことは申し上げられないと思っております。

日本周辺での海水中のプルトニュウムの普通の値というのが、1μBq/L 辺りとい

うぐらいですので、今回検出限度が 0.4mBq/L でありますので、非常にバックグ

ラウンドに比べて、まだ桁が高い状況でございますので、更に感度を上げるよ
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うな測定も必要ではないかと考えております。それから 34 ページにまいりまし

て、これも東京電力の方で発電所 30 キロ圏内のポイントで、海水中のストロン

チュウムを分析した結果でありますけども、4つのポイント全てで出ておりまし

て、しかも半減期の短いストロンチウム 89 が入っております。ということで、

今回の事故により放出されたものというふうに考えられます。35 ページ 36 ペー

ジは、海底土の中のウランの分析結果であります。これにつきましては、ウラ

ン234と238の比率であるとか、あるいは35ページに出ております値そのもの、

これが日本の場合ですとバックグランドが大体10Bqちょっと/Kgになりますが、

そういったものとほぼ同じオーダーである、若干下回っておりますけれども、

そういったことから天然に存在するものを検出したものというふうに考えられ

ます。それから 37 ページでございますが、これは環境省が行っている海の水の

水質調査につきまして、この 37 ページの地図の中の四角のポイントについては

放射性物質の分析も行っているというものであります。これにつきましては海

水中からのセシウムについては検出限界未満でしたけども、海底土からは 37 ペ

ージの下の表にございますようにセシウムが検出されているという状況であり

ます。それからさらに参考資料の 38 ページからでありますけども、これは福島

県の港湾、漁場において県が行われた調査の結果です。今回はこの青い色がつ

いているところのデータが新たに発表されたものでありますけども、海水中か

らセシウムが検出されているポイントがありますけども、その値は濃度限度以

下であるということです。それから海底土につきましては 40 ページに表が出て

おりまして、これも青いところが今回新たに発表されたとこですけども、セシ

ウムが検出されているという状況であります。それからさらに 41 ページから、

42 ページからですけども、これは環境省と県の方で行われております福島県内

の河川、湖沼、それからダム貯水池などの水、あるいは底の土からの放射性物

質の検出ということでありまして、まず水につきましてはセシウムが検出され

ているポイントがありますけども、濃度限度を下回っております。それから土

につきましては 46 ページから 48 ページにかけて出ておりますけども、セシウ

ムが検出されているポイントがあるという状況でございます。それからさらに

参考資料の 50 ページから 52 ページにかけてでありますけども、金曜日に井戸

水の中の放射性物質の分析状況をお知らせしましたけども、それに加えて 51 ペ

ージの表で見ていただきますと、1番左の欄の№42 から 45 の 4 つのポイントに

ついて、福島県が行った測定結果が出ております。それでさらに 52 ページの地

図に今回のその 4 つ追加された分も含めて赤い点でポイントで示されておりま

す。それで金曜日に緊急時避難準備区域であるとか、もっと発電所の近くでは

測定が行われていないのかというご質問がありまして、今回の地図に落とし込

んだポイントは環境省が中心になって行われているものでありますが従来から
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福島県で井戸水の調査というのは発電所に近い20キロより外の町村でも行われ

てきておりまして、結果は県のホームページで発表されているという状況でご

ざいます。それから資料の 3 ページ目にまいりまして 5 番目の全国の放射能水

準調査ですが、これについては特段大きな変化はないという状況であります。

私からは以上です。 

 

○司会 

続きまして各プラントの状況等につきまして東京電力から説明いたします。 

 

＜プラント状況について＞ 

○東京電力 

東京電力でございます。それではまず、始めに福島地域支援活動につきまし

てご報告させていただきます。お手元の東京電力の資料の中に、福島地域支援

活動についてということで、A4 縦の 1 枚ものがあると思いますのでそちらの方

をご確認ください。A4 縦の裏表の 1 枚ものになります。私どもといたしまして

は福島第一原子力発電所、第二原子力発電所の事故に伴いまして、発電所周辺

地域の皆さまを始め、広く社会の皆さまに大変な御迷惑と御心配をお掛けして

いることにつきまして、改めておわび申し上げます。東京電力といたしまして

は、事故に伴い避難を余儀なくされた方々に対しまして、以下に申し上げるよ

うな各種支援活動を行ってまいりましたので、この度御報告させていただきま

す。まず、人的支援活動でございますけれども、こちらは敷地周辺の自治体の

災害対策本部や各避難所に社員がお伺いさせていただきまして、発電所の状況

の御説明やお手伝い等をさせていただいております。供給エリアや柏崎刈羽地

域に設けられました避難所などにもお伺いいたしまして、お手伝いさせていた

だいております。7 月 10 日までの延べ人数といたしましては約 1 万 6,200 人日

になります。また、物的支援活動といたしましては、3 月 13 日以降、発電所の

所員等が各市町村から一時避難所等で必要な物資、飲食料品、日用品類、医薬

品等の御要望を伺いながら、適時お届けさせていただいております。3番目でご

ざいますが、福島県農産物の購入ということで、当社の食堂及び独身寮、単身

寮におきましての食事の提供におきましては、福島県産のお米、農作物等の利

用を促進いたしております。また、当社及び協力企業グループ会社の社員向け

ホームページにおきましては、首都圏で開催されている福島県の物産販売イベ

ントの情報等を掲載させていただいております。4 番目でございますけれども、

仮住まいの提供ということで、新潟県、山梨県、千葉県、埼玉県などの東京電

力が所有しております社宅につきまして、物件が所在する自治体を通じて御提

供させていただいて、順次入居してくださっております。また、裏面になりま



6 

 

すけれども、社内組織といたしましては、この度福島原子力被災者支援対策本

部を 3月 31 日に設置いたしまして、6月 28 日には同本部内に支援総括部を設置

いたしまして、総括機能の強化を図ってまいります。引き続き、国、被災され

た地域の自治体の皆さまと緊密な連携を図りながら、被災された皆さまへの支

援に真摯に取り組んでまいりたいと考えております。それでは、各プラントの

状況につきまして御報告させていただきます。まず、福島第一原子力発電所の

状況ということで、A4 縦の 1 枚ものを御確認ください。タービン建屋地下のた

まり水でございますけれども、本日はベッセルの交換の予定がございませんの

で、連続運転を行っております。水処理システムといたしましては、昨日漏え

いがございましたけれども、本日は順調に運転を継続いたしております。それ

から、トレンチ立坑の移送状況、タービン建屋の水位等に関しましては、午前 7

時の状況を記載させていただいておりますけれども、会見終了時までに最新の

値をお届けさせていただきたいと思っております。続きまして、裏面の方にな

ります。放射性物質のモニタリングの状況につきましては、先ほど御報告させ

ていただいたとおりです。使用済燃料プールの冷却、原子炉圧力容器への注入、

原子炉圧力容器の温度、原子炉格納容器内の窒素ガスの封入につきましては、

この表の記載のとおりです。その他の工事の状況でございますけれども、瓦れ

きの撤去等本日の作業実績につきましては、同じく会見終了時までに皆さまに

実績をお届けしたいと思っております。上から 4番目でございますが、4号機原

子炉建屋使用済燃料プール底部の鋼製支柱材の搬入及び組み立てに関しまして

は、6 月 20 日の段階で終わっております。したがいまして、鋼製支柱によりま

す底部の支えにつきましては 1 支柱当たり約 40t の支えができますので、そち

らの方、支えといたしましては工事の方を終わっております。コンクリート及

びグラウトの充填は、今、8分の 5段目を打設中でございまして、7月下旬まで

には充填完了ということでございます。下から 2 番目のポツでございますけれ

ども、2号機の原子炉建屋 2階、それから、3階のロボットによります線量測定

を実施いたしまして、その結果がまとまりましたので、お知らせさせていただ

きます。皆さまのお手元の方に「福島第一 2号機原子炉建屋線量率の測定結果」

ということで、写真が付いているところがございます、A4 の横の裏表の資料に

なります。こちらは 7月 8日に Quince を使いまして線量の測定とダストのサン

プリングを行ったものでございます。原子炉建屋1階の非常扉から入りまして、

まず 1 階の線量の方を測定いたしました。水圧制御ユニット付近 21mSv/h を皮

切りに、1 階の北東階段前で 27mSv/h、1 階～2 階の階段の途中では 35mSv/h と

いう状況でございました。2階の方に関しましては、まず前方、原子炉補機冷却

系の熱交換器のところで 50mSv/h、格納容器のところ、北東構内になりますけど

27mSv/h という状況でございます。3階でございますけれども、北西階段を昇り
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まして階段室前のところで 10～12mSv/h というような状況でございました。写

真につきましては、お手元の資料中、青い印に矢印の方向で向いておりますの

がカメラの方向になります。瓦れき等特に落ちているという状況もございませ

んし、大きな機器の損傷等も見られておりませんでした。線量につきましては

大体 10～50mSv/h というような状況でございます。裏面の方にまいりまして、2

号機の原子炉建屋内における空気中の放射性物質の核種分析の結果でございま

すが、まず、2階原子炉補機冷却系の熱交換器の周りでございますけれども、ヨ

ウ素 131 で 1.6×10-4Bq/cm3、セシウム 134 が 1.3×10－1、セシウム 137 が 1.4×

10－1という状況でございました。それから、右側の方でございますが、3階の北

西階段前になりますけれども、ヨウ素 131 で 1.4×10-4、セシウム 134 が 8.0×

10-2、セシウム 137 で 8.4×10-2といった状況でございます。続きまして、放射

性物質のモニタリング状況になります。資料のタイトル申し上げますと「福島

第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分

析の結果について 7 月 10 日採取分」になります。こちらは 2 号機、3 号機の取

水口付近で高濃度の汚染水を漏出させたという点から、毎日防波堤の内側につ

きましてサンプリングを行っているものでございます。ページをめくっていた

だきまして右、1枚目の裏面になりますけれども、各サンプリング点におきます

測定結果を記載させていただきました。3枚目の表面のところから経時変化の方

をグラフ化しております。横ばいないしは漸減傾向でございますので、高濃度

の汚染水の漏出はないというふうに判断いたしております。それから、本日は、

こちらに関しまして新たな工事を実施しますので、その御連絡をさせていただ

きます。資料のタイトルを申し上げますと「高濃度の放射性物質を含む水の海

洋への流出防止、拡散抑制機能強化に向けた取組状況について」という資料を

御確認ください。こちらは現在 1、4号機側の取水口付近周りにはシルトフェン

スで囲っておりまして、中にたまっております汚染水を海洋への放出を抑制し

ているという工事を既に実施しておりますけれども、新たに南側の透過壁の防

止工事に対しまして、鋼管矢板を打って水の漏出を防ぎたいと考えております。

ページをめくっていただきまして、2枚目のところから別紙という形で、これま

での取組みをまとめさせていただいておりますけれども、これまでの経緯とい

たしましては、4月 2日、5月 11 日に、それぞれ 2号機、3号機の取水口付近で

高濃度の汚染水を漏出させたという観点にかんがみまして、下半分でございま

すけれども、流出リスクのあるピットの閉塞。海水配管トレンチ立坑の閉塞。

護岸の損傷カットの閉塞。1、4 号機のスクリューポンプ室の隔離。こちら角落

しでございますが、そちらの方、工事が既に全て終わっております。また、裏

面の方にまいりまして、シルトフェンス及び大型土のうの設置ということで、

特に今回関連いたしますのは 1、4号機の取水口開渠南側にて大型土のうを設置
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しております。その前にもシルトフェンスを設置いたしておりますけれども、

その更に内側のところに鋼管矢板を入れるということになります。そのほか、

漏れ出したセシウムを回収するためにゼオライト入りの土のうですとか、海水

循環装置を設置いたしておりますが、こちらにつきましても、現在、順調に運

転を続けているという状況でございます。それで、今回の工事でございますけ

れども、ページをめくっていただきまして、最後のところに資料 1 ということ

になります。写真が付いてございますけれども、現在、水色の二重線のところ

にシルトフェンス、それから、ピンクのところに角落しという形で放射性物質

の拡散の抑制を行っておりますけれども、今回はこの南側の防波堤のところに

なります。まず、この防波堤のところには止水壁はございますしたけれども、

今回の津波で損傷いたしましたので、まず、黄色い印が付いておりますけれど、

7月 8日までに土のうを積んでおります。その後、シルトフェンスのところを 4

月 14 日までに浚渫を終わっておりますけれども、やはり漏出のリスクはあると

いうことから、この赤い線のところに鋼管矢板を入れるということになります。

こちらの方は約 50 本の鋼管矢板をここに挿入するということで、より抑制機能

を発揮したいというふうに考えております。なお、今回、この鋼管矢板を埋め

る関係で、こちらの方、工事用の船が出入りいたしますので、この前面にござ

いますシルトフェンスのところに関しましては、およそ 36 回ほど開け閉めをす

る予定でございます。したがいまして、この間、中にたまっております汚染水

が海洋に漏出するという可能性がございますけれども、そちらに関しましては、

次のページのところにおよその放射性物質の物質量を記載させていただいてお

りますけれども、およそ現在たまっております放射性物質といたしましては 1.2

×1012Bq 程度と考えております。濃度的には、港湾側と取水の開渠側と分かれて

おりますけれども、完全に混じり合うということが行われたとしても、セシウ

ム 137、セシウム 134 で 255Bq/ℓから 264Bq/ℓという程度でございますので、港

湾の外へ大して大きな影響はないと考えしております。なお、今回の工事に伴

いまして、新たに港湾の入り口とモニタリングに関しましては強化していきた

いと考えております。こちらの資料に関しましては以上でございます。それか

ら、もう一つ資料がございまして、ホールボディカウンターの増設の関係でご

ざいます。資料 A4 横の 1枚ものになりますけれども、「Jヴィレッジホールボデ

ィカウンタ棟の運用開始について」ということで配付させていただきました。J

ヴィレッジのところにこれまでホールボディカウンタの専用棟を建設いたして

おりまして、この度完成いたしましたので、明後日 7月 13 日より運用したいと

思っております。これまで日本原子力研究開発機構さんから車載型のホールボ

ディカウンタを貸与くださっておりますけれども、その 1 台を今回新設いたし

ました遮へい付きの車庫の中に移しまして運用を開始したいと考えています。
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そのほか、8月上旬までに、福島第一から 3台、福島第二から 1台のホールボデ

ィカウンタを移設いたしまして、こちらの方で運用開始する予定でございます。

また、年内には更に 6 台のホールボディカウンタをこちらの方に増設いたしま

して、最終的には 12 台のホールボディカウンタをここで運用していきたいと考

えております。それから、最後になります。口頭の連絡で申し訳ございません

けれども、実効線量で 250mSv を超えた方の 9人目の方の線量が確定されました

ので御紹介させていただきます。今回、放医研さんの方で最終的に確認をいた

しまして、被ばく線量といたしましては、外部被ばくで 71.16mSv、内部被ばく

で 166.1mSv ということで、総合計線量といたしましては 237.26mSv ということ

で、250mSv を超えてないということが確定いたしましたので御連絡いたします。

東京電力からは以上でございます。 

 

◯司会  

続きまして、次第にはございませんけれども、原子力安全・保安院の方から、

幾つかいただきました質問に対して回答いたします。 

 

＜原子力安全・保安院からの回答について＞ 

◯原子力安全・保安院  

保安院の森山でございます。資料の説明ではございませんが、もうこれまで

いただきました御質問の中から 2点ほど御回答させていただきます。1つはサブ

ドレン水の採取測定に関しまして、プルトニウムの測定の代表点について、東

京電力では 2 号機と 5 号機を代表に選んでるけれども適切なのかと。むしろ 3

号機を選ぶべきではないかという御質問がございました。東京電力では、2号機

を選んだ理由といたしましては 2 号機のサブドレン水のセシウム濃度が高いと

いったこと。それから、5 号機につきましては 5、6 号機側の中では近いところ

ということでございまして、それはそれなりに一定の合理性はあるとは思いま

すが、保安院といたしましては、そこだけを固定的に評価をする、測定するん

ではなくて、ほかの地点も、ほかのサブドレン水についても適切に測定するよ

うにということで、今、東京電力に検討していただいています。例えば 2号、5

号は連続性もございますので、継続的にやりながら、ほかのサブドレン水も順

次測定をするとか、いろいろな工夫はあろうかと思います。その点、現在、東

京電力によって検討をしていただいているところでございます。もう一点でご

ざいますが、IAEA に提出しました報告書について日本語と英語で齟齬があると

いう御指摘がございました。具体的には、日本語の 3 章なんでございますが、

津波の評価がございまして、専門家は津波の高さを 10m 以上と推定していると

いう記述がございます。それに対しまして英語版、今のは日本語版ですが、英
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語版も同じような記載があって、その次に一文ありまして、したがって、海水

ポンプのところにおいても津波の高さは 10m 以上であると、そういった記述が

ございました。このように、IAEA に提出いたしました和文と英文での齟齬がご

ざいました。事務的なミスだと考えておりますけれども、この修正等につきま

しては、現在、対応については検討しているところでございます。なお、その

ほかに何か修正等がなかったのかということでございますけれども、これは、

この報告書を公表する際に文言の修正等一部正誤表は付けておりますけれども、

今、申し上げました英文と日本文の齟齬につきましては、その正誤表にもござ

いませんでした。この対応については今後検討してまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。 

 

◯司会  

以上で説明は終わりでございます。ただいまから質疑に入りたいと思います。 

質疑でございますけれども、質問に際しましては、質問の項目を冒頭にまとめ

て質問いただければと思っております。また、誰に対する質問かということ及

び御所属とお名前も挙手の際にコメントいただければというふうに思います。

それでは、質問のある方は挙手をお願できればと思います。そこの列の後ろか

ら 2番目の方と、1番後ろの列の 1番端の方、はい。 

 

＜質疑応答＞ 

◯朝日新聞 今  

朝日新聞の今と申します。東京電力の松本さんに伺いたいんですけれども、J

ヴィレッジのホールボディカウンタ棟の件なんですけれども、これはいつ頃か

ら、この検討を始めたという理解でしょうか。あと、今回、独立した棟という

ことなんですけれども、内部の写真をいただきましたけれども、これは上の写

真の 2 棟が独立した棟ということでしょうか。内部は、この青い部分というの

はこれが入っていく部分なのか、その辺り詳しく説明いただければと思います。 

 

Ａ：（東電）いつ頃かということでございますけれども、具体的な時点という こ

とははっきりいたしませんけれども、当初よりホールボディカウンタが足り

ないという状況でございましたので、こちらの方を増設の方は検討していた

という状況でございます。それから、この中の状況でございますけれども、

少し大型のテントハウスのようなものでございまして、青く映っているのは

鉛毛マット、遮へい材でございます。こちらの方に車載型のホールボディカ

ウンタをそのまま入れるということと、今後第一と第二からホールボディカ

ウンタを移設してくるということになります。なお、私 7月 13 日よりと申し
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上げましたけれども、本日から車載型のホールボディカウンタ、こちらの方

に来ておりまして、運用の方を開始いたしております。 

 

◯司会  

それでは、後ろの方、お願いします。 

 

○産経新聞 大竹 

Ｑ：産経新聞の大竹と申します。先日、細野大臣が毎月改定している工程表に   

関しまして、これまで個別に公表してきた東電さんと政府の工程表を 1 本化

する考えを報道機関に示しておられますけれども、今回の 19 日はどういう形

式で発表されるのか、政務官にこれはお伺いします。併せて、今回ステップ 1

を振り返って、保安院ですとか東電さんの方で検証を出すのか、あるいはそ

うした検討をされているのか、どういった形態で発表されるのかを含めてそ

れぞれの機関の方にお伺い申し上げます。 

 

◯司会  

まだ大臣政務官来られておりませんので、その御質問は大臣政務官が来られ

ましてからお伝えして答えていただくというふうにしたいと思います。2番目の

質問については、はい。 

 

Ａ：（保安院）まず、第 1ステップについての保安院の評価といいますか、考え

方でございますけれども、いろいろ当初の想定したものとは違った形になっ

てるもの、例えば当初は水冠すると言っていたものの循環冷却といいますか、

ああいう形になったり、あるいはその循環冷却につきましてもトラブルが出

ているといった問題はございますが、総じて今、着実に進んでいるというふ

うに今のところ考えております。ただ、もちろん、保安院は、その安全を確

保していく、確認していくという立場でございますので、例えば循環注水に

つきましても、処理水の処理状況とか、そういうところについては状況を十

分注視していきたいと思っております。また、案件によっては少し前倒しで

実施されているもの、例えば使用済燃料プールの冷却、これはステップ 2 に

おおむねございましたけれども、ステップ 1 でも大分実施してきている、進

んできているということで、総じて着実に進んでいるのかなと思っています。

保安院といたしましても、東京電力が進めておりますそういった対策に対し

まして、規制機関として速やかに評価を行うなど全体としての進捗が着実に

進むように取り組んでまいります。なお、19 日にどういうふうな形で工程表

の見直しが行われるかにつきましては、今回は統合対策室ということで、東
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京電力と政府と合わせた形で工程表を提示をするという方向で今、作業を進

めておりますが、まだ作業中でございますので、現時点でどういう形になる

かまでは申し上げられる状況にございません。 

 

Ａ：（東電）東京電力でございますけれども、ステップ 1の道筋、ロードマップ

の進捗につきましては、今のところ大きな遅れはないと判断いたしておりま

すけれども、これまでの取組みを総括させていただいて、19 日に公表させて

いただきたいと考えております。以上でございます。それから、あと、1件訂

正させてください。先ほど朝日新聞さんの方の質問で、この青いマットのと

ころ、鉛毛と申し上げましたけれども、タングステンマットでございます。 

 

◯司会  

よろしいでしょうか。 

 

Ｑ：はい。大変失礼しました。では、政務官おみえになったときに、先ほど冒   

頭の質問は御回答のほどよろしくお願いいたします。 

 

◯司会 

 それでは、次の御質問はいかがでしょうか。では、前から 2 人目の方、お願

いします。 

 

○読売新聞 今津 

Ｑ：読売新聞の今津です。J ヴィレッジのホールボディカウンタの件ですけ  

れども、先ほど全部で 12 台になるとおっしゃいましたけれども、現在既にあ

るものが何台で、合わせてどうなるのでしょうか。それと、このいただいた

資料、写真の上、屋根の上のものがあって中にこのテントの建物があります

けれども、元々この屋根のようなものは既存の施設で、その中にテントを設

置してそれを専用棟というふうに位置付けたという理解でよろしいでしょう

か。それから、車庫で、先ほどこのテントの中に車を持ち込むとおっしゃっ

たんですが、車載型は左下の J ヴィレッジセンター棟のとこに書かれてるよ

うにも見えるのですが、全てこの右上の地図でいう赤い枠のところにそろえ

られるということでしょうか。また、これ全部そろったら、どれぐらいのペ

ースでどういう検査がしていけるのか。各装置によって多少性能差があるの

かどうかといった点を教えてください。 

 

Ａ：（東電）まず、この Jヴィレッジの大きな屋根そのものは元々あったものに



13 

 

なります。その下のところに白い棟が 2 棟ございますけれども、そちらの方

に今回ホールボディカウンタ棟ということで、ホールボディを全部で 12 台設

置する予定になります。まず、現時点でございますのが、これまで小名浜コ

ールセンターにございましたJAEAさんからお借りしている車載型のホールボ

ディカウンタの方を車ごとこのホールボディカウンタ棟の中に入れます。Jヴ

ィレッジセンター棟というのは、いわゆる J ヴィレッジの目印ということで

今回記載がございますけれども、ホールボディカウンタそのものはこのホー

ルボディカウンタ棟の中にございます。その後、福島第一から 3 台、福島第

二から 1 台のホールボディカウンタを、現在発電所の中にございますので、

そちらの方を移設してまいります。1 番最初に来るのが 7 月 13 日ということ

で、8月上旬までに 4台そろうということになります。したがいまして、8月

上旬までに都合 5 台と、あと、JAEA さんから貸与を受けていた同性能のホー

ルボディカウンタを今度は 1 台、こちらの方は購入をいたしまして、新たに

設置するということになります。したがいまして、8 月上旬までには JAEA さ

んから借りている車載型のホールボディカウンタが 1 台と第一、第二から持

ってくるホールボディカウンタが 4 台、それから、新たに購入するものが 1

台という計 6 台の運用になります。その後、年内に順次都合プラス 6 台を用

意する予定でございまして、最終的には 12 台のホールボディカウンタがここ

に設置されるということになります。今後はこういったホールボディカウン

タを使用しながら、これまで未確認だった方々に対してきちんとホールボデ

ィカウンタを受検していくということと、もう一つは今、台数の関係で、例

えば発電所の仕事が終わられるというようなところで一旦帰った後、また小

名浜コールセンターで受検に戻っていただくというようなことがないように、

今後は発電所からの仕事が終わった際にはここでホールボディカウンタを受

けた後、帰っていただくというような状況を作っていきたいと考えておりま

す。 

 

Ｑ：これ 1 台で 1 日何人も同時に可能なんですか、実施は。そうすると、12 台

そろうと相当な人数をチェックできるという理解でいいですか。 

 

Ａ：（東電）はい。測定時間そのものは 2分、数分で終わると思いますけれども、

実際にはこの測定した結果を評価していくという仕事がございますので、1週

間～2週間程度はかかろうかと思います。したがいまして、単純に数分刻みで

やったとしても実際には事務処理の方で滞るということがございますので、

そういった面から 1 日当たりの処理人数というのは決まってこようかと思っ

ています。今のところ、まだ具体的に稼働率をどういうふうに設定して、何
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人やるかというようなところについては具体的な計画までは決まっておりま

せん。 

 

Ｑ：以前、F1、F2 から、特に F1 から持っていけないのかと質問させていただい  

たことがあったんですが、そのときはとても重くて無理だとお答えいただい

たものですから、何か新たな改善点があったんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）いえ、福島第一、第二発電所に置いていてもバックグラウンドの問

題で使えないという状況でございますので、今回はもう運び出すということ

で作業を進めることにいたしました。 

 

Ｑ：かなり無理をして。 

 

Ａ：（東電）無理をするといいますか、改めて大掛かりな作業もございますけれ

ども、作業として実行するということになります。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

◯司会 

 それでは、次いかがでしょうか。2列目の段の 1番後ろの方ですね、前のはい。 

 

○共同通信 樋口 

Ｑ：共同通信の樋口と申します。まず保安院にお伺いしたいんですけれども、  

午前中、枝野官房長官から発表のありましたストレステストを含む安全評価

についてなんですけれども、2段階で評価をやるということになって、午前中

も説明いただいたようですけれども、1段階目と 2段階目の評価が具体的にど

ういうもので何が違うのかというところが分からないので、もう一度分かり

やすく説明していただきたいということ。これは保安院と、あと、安全委員

会にお聞きしたいんですけれども、それぞれの役割がどういうふうになって

いるのかというところを教えてください。事業者がもしかしたら最初に評価

をして、これまでの説明を聞くと、それを保安院が妥当かどうかというのを

再評価するのかなと思っていたんですけれども、その再評価の過程で保安院

と安全委員会が一緒に何か再評価みたいなことをやるのか、あるいはまた別

のプロセスで安全委員会は安全委員会としてやることがあるのか、その辺の

役割分担を教えてください。 
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Ａ：（保安院）まず 1 次評価と 2 次評価の関係でございますが、1 次評価と 2 次

評価は別個のものと認識しておりまして、1次評価は定期検査で停止中の原子

力発電所について、運転の再開の可否について判断をするものということで

ございます。もちろん、保安院としてこれまで安全の確認をしてきておりま

すし、緊急対策も含めて説明をしてきておりますが、なかなかそれだけでは

国民の十分な理解が得られていないといった観点から、こういった新たな手

続、ルールに基づく評価を実施するということで、そういう中で 1 次評価と

いうのは停止中の発電所の運転再開の可否の判断に資するものということで、

午前中配られましたペーパーにもございますけれども、重要な施設、機器に

ついて、どの程度の裕度があるのかということを評価するということでござ

います。それから、2次評価でございますが、これは今、運転中の原子力発電

所の全てについて評価をするということでございまして、これは欧州諸国の

ストレステストの状況等々を踏まえながら、これから評価の内容については

検討していく必要はございますが、もちろんその裕度の問題も検討していく

ことになりますけれども、例えば裕度につきましても、1次評価であれば、例

えば今の基準値とどの程度余裕があるのかといった問題、それから 2 次評価

については、更にどの程度の地震に耐えることができるかという、言わば終

局的な耐力といいますか、そういったこと、これはまだ例でございますので、

これからよく安全委員会の御意見も聞きながら決めていく必要がございます

けれども、2 次評価は諸外国といいますか、EU でもやられてるような運転中

の原子力発電所について総合的な評価を行って、その中の EU であれば相対的

な潜在的な弱い部分といいますか、そういうところを見つけて改善を促して

いくと、そういったことはございます。そういった点につきましては、何を

どういうふうに確認していくかにつきましては、これからまた検討していく

必要があると思っております。それから、保安院と安全委員会との、あるい

は事業者との関係でございますが、まず手順といたしましては、保安院の方

で評価項目、実施計画といったものを作成をして、これを安全委員会に御確

認をいただきます。その上で事業者がその評価項目について実際にその評価

を行って保安院に提出をすると。保安院でその事業者が行った評価内容につ

いて確認をして、更に原子力安全委員会によって保安院の確認の内容が妥当

かどうかということの御確認をいただくという手順になると理解しておりま

す。以上でございます。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会ですけれども、今、森山さんからもお答えありました  

けれども、安全委員会の方では、先週 7 月 6 日に安全委員会設置法に基づい

て経産大臣に対してこういう総合的な評価を保安院において行ってください
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と、それから、そのための評価手法、実施計画を作成して報告してください

ということを求めたわけでありますので、今後、保安院からこの評価手法、

実施計画が出てくると思いますので、出てきたら、それが妥当かどうか、ま

ず確認するというのが 1 つ。その上で、保安院の方から各事業者に対して行

わせるわけであると思いますけれども、各事業者が行った結果については、

まず保安院として当然確認をされると。我々としては保安院が、事業者が行

ったものについて行った確認の仕方が妥当かどうかということを確認すると

いうことを考えておりますので、我々が保安院がやった確認の仕方が妥当か

どうかというのを見るということで、直接その事業者が行ったことについて

見るものではないということであります。 

 

Ｑ：重ねて保安院にお伺いしたいんですけれども、1 次評価と 2 次評価のこと  

について先ほど御説明があって、1次評価の今の基準値と比べてどの程度裕度

があるか、2次評価は、例えば地震にどこまで耐えられるかというような、そ

ういうものを見るということだったんですが、これ結局同じことなんじゃな

いかと思うんですけれども、結局どこまで耐えられるかを見て初めて基準に

対してどのぐらいの裕度があるかということが分かってくるので、1次評価と

2次評価とで評価する内容が同じで、対象になるものが稼働中か稼働中でない

かというその違いだけなのかなという印象を受けたんですけれども、そうで

はないんでしょうかというのが 1 点。あと、これは運転再開の判断とか、あ

るいは今、動いているものは、もしかしたらその結果によっては止めるかも

しれないというようなこともあったかと思うんですけれども、それを判断す

るのは誰がどういうふうに判断するのでしょうか。裕度がどのぐらいあれば

いいのかというような基準は設けるのでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）まず評価の内容については正式には、これからよく安全委員会の 

御意見も聞きながら作っていく必要はございますけれども、1次評価につきま

しては、現在停止している原子力発電所の起動に当たりまして、これまでの

保安院が行ってきた確認及びその説明では必ずしも十分な御理解はいただい

ていないと。より安心していただくような対応が必要だということで、1次評

価としては、裕度がどの程度あるかということを評価をしていくということ

でございます。それで、2次評価のところで、例えばです、あくまでも例とし

てそれで確定したということはございませんけれども、現在、例えば耐震に

いたしましても、基準値があるわけです。具体的な設計上の地震動を想定し

て、それによる発生値を評価するわけです。そうしますと、基準値に対して

どの程度下回っているか、すなわち余裕があるかということは今でもある程
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度は出てまいります。例えばそういったことをお示ししたり、津波にいたし

ましても、もちろん今の評価手法があるわけでございまして、それによれば

これくらいの津波を評価していると。それは例えば敷地高さはこれくらいで

あるとか、更にそれを超えた場合に浸水はこうだとか、その場合にも今、手

当をこうしているとかいう、その定量的な評価ができる部分ですとか、いわ

ゆる定性的な評価ができる部分というのはあると思いますけれども、そうい

う余裕をお示しをするというふうに、私どもは理解をしております。2次評価

でございますが、総合的な評価ということで、これは多分 EU のストレステス

トも同様だと思いますけれども、その今の基準に対してどの程度余裕がある

かというような点に加えて終局耐力といいますか、どの程度の大きな地震ま

で耐えられるかと。実はこういった評価は日本でもやったことはまだござい

ません。かつて振動台を使って揺らしてみて、どこまで耐えるかということ

はございますけれども、プラントとしての評価はまだ今のところはございま

せん。そういったことも1つの評価の項目になるのではないかというふうに、

私どもは思っております。ただ、もちろんこれもこれからよく検討していく

必要がありますので、確定的なことは申し上げるわけではございませんけれ

ども、そういったより広い、総合的な評価というのがある、いろいろあると

思っております。それから、最終的に誰が判断するのかということでござい

ますけれども、本日の官房長官の御発言にも確かあったと思いますけれども、

最終的には総理及び 3 大臣で御判断をされるということでございます。今回

の安全評価、特に起動、再起動に関しましては、保安院といたしましてこれ

まで安全の確認をしておりますし、法令上はそういったことで基本的には問

題ないという立場を取ってきておりますけれども、それを超えて御理解をい

ただくという、安心、あるいは御理解をいただくということでございますの

で、最終的にはそういった総理及び 3 大臣での御判断というふうに、私ども

は理解しております。 

 

Ｑ：済みません、重ねてで申し訳ないんですけれども、理解が遅くて恐縮です。

先ほどの地震の例を出されて 2 次評価のことを御説明いただいたんですけれ

ども、やはりどこまでいったら耐えられなくなるかというところをまず明ら

かにしないと、そもそも今の基準に対してどのぐらい裕度があるかというこ

との定量評価できないんじゃないかという気がするんですけれども、そうで

はないのかというのが 1 点と。あとは最終評価は総理及び 3 大臣ということ

だったんですけれども、評価する際の基準というのはどうなってるんでしょ

うか。どのぐらい、例えば裕度があればいいとかというような基準を設ける

ということなんでしょうか。 
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Ａ：（保安院）まず 1つ目ですけれども、今の基準に対してどれくらい余裕があ

るかということをお見せすることも、実際それぞれの発電所が、裕度がある

んだなということを御理解いただく上で有効な 1 つの考え方ではないかと思

っております。もちろんそれだけでいいかどうかということは、これからよ

く安全委員会の御指摘もいただきながら考えていく必要ございますけれども、

例えばそういうこともあるんではないかと。それから、最終的な終局的な耐

力といいますか、そういったものは実はまだ余りやったことがないわけでご

ざいまして、そういうこともやりながら、それから、ストレステストでもク

リフエッジという言葉がよく使われますけれども、ある少しの変化が結果と

して大きな影響を与えるというような、それは多分終局的なところの議論だ

と思いますけれども、そういったところは 2 次評価といいますか、総合的な

評価の中で行っていくことになるだろうと思います。それから、その評価の

基準といいますか、考え方でございますけれども、評価内容そのものにつき

ましては、これから検討していくところでございますけれども、なかなか裕

度についてどれくらいあればいいというようなところは、その規制機関とし

ては技術基準に基づいて問題がなければ、少なくともその安全は確保されて

るということでございますので、この点については、どういう評価をするか

について更に検討してまいりたいと思います。 

 

◯司会 

 その次の質問いかがでしょうか。では、1番前の方と、そちらの列の 1番後ろ

の方、左手挙げておられる方。 

 

○読売新聞 高田 

Ｑ：読売新聞社の高田です。森山さんと加藤さんに伺いたいんですけれども、  

今の質問に関連するんですけれども、午前中示された政府の「我が国原子力

発電所の安全性の確認について」というペーパーの中で、解決法の 3.のとこ

ろの 2段落目で、「現行法令では関与が求められていない原子力安全委員会に

よる確認の下」というふうに記載があるんですけれども、これは具体的には

どういうことを言っているのか教えていただきたいのと。それで、加藤さん

が先ほど関与の仕方に御説明をなさいましたけれど、保安院のやり方が妥当

かどうか事業者の行ったことを直接見るものではないとおっしゃいましたけ

れど、これは従来の、例えば定期検査に対するスタンスや、若しくは許認可

についてのスタンスなどとどういうところが違っているのか、若しくは同じ

ような仕組みがあるならば、それを例示して教えて欲しいと思います。 
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Ａ：（保安院）まず、現行法の法令では関与が求められていないという、これは  

後で安全委員会の加藤さんからのコメントもあると思いますけれども、現在、

許認可手続の中では、要は設置許可、いわゆる安全審査と言っておりますけ

れども、につきましては 1 次行政規制庁から安全委員会に諮問して、答申を

いただいて許可をするという仕組みはございます。しかしながら、例えば工

事計画認可ですとか定期検査、そういうところについては 1 次行政規制庁、

保安院といいますか、経済産業大臣の認可で実施していると。それに対する

原子力安全委員会の関与というのは、法令上といいますか、求められていな

いわけです。ただし、規制調査ということで事後的にそういった保安院の活

動がどうかということは規制調査という形で実施しておられますけれども、

直接的にその確認のプロセスの中に、例えば運転の再開といいますか、定期

検査が終わった時点で保安院の結果が妥当かどうかということを確認をする

という、そういうプロセスはないということでございます。以上でございま

す。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会ですけれども、現行法令では関与が求められていない 

というところ、今、森山さんから御説明ありましたけれども、そういうこと

でありまして、安全委員会は、原子炉の一生で見てみますと、最初の設置許

可の段階ではいわゆるダブルチェックということが法律上求められてて行う

わけであります。経済産業省、つまり原子力安全・保安院でまず審査をやっ

て、その結果を踏まえて経産大臣として許可を下ろしたいと思うときに下ろ

していいかどうかの諮問が来ると。我々は我々の指針に照らしてどうかとい

うのを審査して、OK であれば許可を下して構わないですよというお答えをす

るというところが法律上持っている権限であります。一方、運転段階になり

ますと、工事計画、あるいは実際の、最初言ったのは基本設計の審査です。

それから、実際にもの作っていく上での工事計画の認可でありますとか、あ

るいは作っていく過程での検査、また、実際動き出してからも、動き出す前

の保安規定の認可、それから、動き出してからの毎年の検査といったような

ことありますけれども、こういったことについての判断はもう経済産業大臣

限りで下せると。いちいち安全委員会にお伺い立てる必要はないというふう

になっているわけでありまして、そこのことをこういった書き方になってい

るということであります。それから、個々のプラントについての総合的な評

価につきましては、事業者がやって、それをまず保安院として最初に作る評

価方法なりに照らして判断される、評価されるわけですけれども、その評価

が妥当かどうかというのを安全委員会が確認するということです。したがっ
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て、我々自身が直接事業者を呼んでどうこうやるということではなくて、む

しろ保安院がどう確認したかというのを保安院から聞いて、ちゃんと確認が

行われたかどうかを我々として判断するということになります。そういった

活動はほかの例でどんなことがあるかということでありますけれども、例え

ば設置許可の段階で許可していいかという問い合わせを受けた場合に、許可

してはいいけれども、こういう点を後続規制の段階でよく見てくださいとい

うような、言わば宿題を出したりすることあります。そういったことについ

ては、保安院としてそういった宿題をちゃんと事業者との関係できちんと果

たしているかどうか確認させていただくというようなことを行うことがあり

まして、今回はそういったような形で保安院としてやるべきことをちゃんと

やられてるかということを確認させていただくということであります。 

 

Ｑ：そうしますと、あえて似ているものがあるとするならば、設置許可の段階  

の関与の仕方ということになりましょうか。 

 

Ａ：（原安委）設置許可の段階そのものではなくて、そのときに出した宿題の処 

理状況。それは、だから、後続規制の段階、工事計画認可だとか、あるいは

検査なんかで処理していただくことになるわけですけれども、そういったも

のがちゃんと我々の意図どおりに行なわれたかどうかの確認をさせていただ

くということです。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

◯司会 

 どうぞ。 

 

○フリーランス 小石 

Ｑ：保安院さんに 1 つ。済みません、フリーランスの小石と申します。ストレ  

スチェックの件なんですけれども、1 次と 2 次があるようなんですけれども、

現在提示しているものに対しては 1 次で、動いているものに対して 2 次。こ

の検査内容は違うということなんですか。もし違うんであれば、なぜそれが

変える必要があるのか。同じ、やはりどちらかがとか、検査の内容が違うと

いうのがなぜ違うのかというのがよく分からないんですけれども。 

 

○司会 

 その 3点だけでよろしいですか。 
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Ａ：（保安院）いいですか。むしろ順番を逆に考えた方が分かりやすいかもしれ 

ませんけれども、ストレステストというのはあくまでも EU の言葉ですので、

日本ではそれを参考にして総合評価を行うということなわけです。そういう

総合評価というものは、今までの私どもの安全評価といいますか、規制の中

には入っておりませんけれども、安全性を高めていくということからすると、

そういう総合的な評価を行うということは有効ではないかと。したがって、

その EU も、今回福島の事故があったからやっているという側面はございます

けれども、そういう議論というのは以前からもあって、実は日本でも原子力

安全委員会からそういう定量評価をちゃんとやりましょうというような方向

性は昨年の基本方針でも出されています。そういう意味で、このストレステ

ストを参考にした総合評価というのは、1つの今後の安全対策として十分あり

得るものだと、まず思います。その上で 1 次評価、したがって、それは全て

の発電所に対して運転中に行っていくと。しかしながら、他方で現在定期検

査が終わっても再稼動は難しいということで、保安院自身は安全基準を満た

しているので法令に基づけば問題ないですよということ。加えて、福島の事

故を踏まえても、様々な緊急対策を実施しているので問題ないという説明を

してきておりますけれども、この問題点にも書かれておりますように、保安

院だけでの確認、あるいは説明では疑問を呈する声もあったり十分な理解が

得られてないということで、再稼動といいますか、そこにその可否の判断を

するためのものとして、この 1 次評価といっているものがあって、それは裕

度をある程度お示しすることによって、主要な施設の裕度をある程度お示し

することによって御理解が深まるんではないかと、そういう考え方ではない

かなと私は思っております。 

 

Ｑ：ということは、1次と 2次の違いというのは時系列的な違いだけということ 

ですか。検査内容自体はもうまるきり違うということなんですか。 

 

Ａ：（保安院）検査内容といいますか、評価内容はもちろんこれから考えていく 

必要がありますので断定的に申し上げられませんけれども、2次評価は総合的

な評価ということで、例えば EU のストレステストについて言えば、まず設計

に対してどうかというそのベースのところから評価に入ったり、それから、

先ほど言いました裕度にしても基準に対する裕度ですとか、終局的な裕度で

すとか、あるいはそういうものを重畳的に重なった場合どうかとか、そうい

う意味で大変多くの評価項目というのはあるんだろうと思います。そういっ

た中で 1 次評価については、正に今、再稼動というところに課題というもの
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があるわけですので、そういった中で余裕というものをお示しして御理解い

ただける項目はこういうものでないかなというような、そういった選定にな

るのではないかと思っております。 

 

Ｑ：済みません、ちょっと言い方が悪かったかもしれないですけど、1 次評価  

をして運転が始まると、要は運転が始まれば 2 次評価に今度は移るというこ

となんですか。 

 

Ａ：（保安院）はい。1 次評価を終えて運転したものについても、あるいは既に

運転しているものも含めて全て2次評価をもう一度全部行うということです。 

 

Ｑ：分かりました。済みません、ありがとうございます。 

 

◯司会 

 よろしいですか。それでは、園田大臣政務官が来られましたので、先ほど産

経新聞の大竹さんの方からございました質問につきまして回答をいただければ

と思います。 

 

Ａ：（園田政務官）どうも遅れまして、失礼いたしました。私のいないところで、   

産経新聞の大竹さんからの御質問があったということでございます。19 日の

ロードマップの工程表見直しの件でございますけれども、御案内のとおり今

まで大臣からもお答えさせていただいておりますけれども、まず、一本化を

していくと。これまでも東電と私ども政府側とで調整をしてまいったところ

でございますけれども、この 19 日に発表させていただくこの工程表、これに

ついても当然ながら東電と私ども政府との間でしっかりと調整をさせていた

だいて一本化をした状況の中で、皆さま方に発表をさせていただくというこ

とが 1 点でございます。それから、あと、19 日発表、この場で、統合会見の

場で発表するのかということでございますけれども、大臣からはこの19日に、

まずこの工程表、ロードマップの見直しを発表させていただくということで、

記者会見でも皆さま方にお伝えをさせていただいているわけでございますが、

この場でやるかどうかというところは、まだそれについて詰めたわけではご

ざいませんので、これからまた、東電と私どもとの間で調整をさせていただ

くなり、また、様々な形で調整をした上で発表をしたいと思っておりますの

で、今日この時点で、この場、この形式の中で発表するかということについ

てはもう少しお時間をいただきたいと思います。以上でございます。 
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◯司会 

 よろしいでしょうか。それでは、次の質問に移りたいと思います。そしたら、

この列の後ろから 2 番目の方、あと、後ろのちょうど同じラインの女性の方、

お願いいたします。 

 

○朝日新聞 今 

Ｑ：朝日新聞の今と申します。ストレスチェックについてのことなんですけれ 

ども、保安院の森山さんに伺いたいんですけれども、先ほどストレステスト、

そもそも保安院だけど、今までも緊急安全対策などのチェックでは不十分だ

というようなもんが出てきたからということなんですけれども、それで、こ

れまでの保安院の検査体制が何か今回福島の事故を経て不十分だったという

ことはかなり明らかになったからこそ、そういうものが必要になったのか、

その反省を持ってされるという理解でいいんでしょうか。もし反省をもって

ということだと、保安院の在り方自体が大きく問われることになってくると

思うんですが、それに対してはどのように受け止めていらっしゃるのでしょ

うか。 

 

Ａ：（保安院）まず、保安院は法令に基づき安全の確認をしてきておりますし、  

また、緊急安全対策も実施してその確認もしてきているということで、本日

配付されました現状認識にもございますように、従来以上に慎重にやってき

ているつもりでございます。しかしながら、こういった確認について、まだ

まだ御理解がいただけないという、これはそういった全体的な評価、御判断

をされたというふうに受け止めておりまして、もちろん、保安院としまして

も、これまで以上にしっかりと評価をし、確認をし、説明をしていくという

努力はこれまで以上にしていく必要はあると思いますけれども、結果的に、

この再起動の問題に関しましては、十分、説明に対してまだまだ理解が得ら

れる状況には至ってないというそういう評価をいただいているものと思いま

す。体制論については、いずれにしてもこれから保安院の独立問題も含めま

して、これはそういった議論がなされる、我々はある種受け身でございます

ので、いずれにしましても、その体制の中でしっかりと対応をしていきたい

と思っております。 

 

Ｑ：今、おっしゃられた中だと、説明の仕方が十分ではなかったというふうに  

受け取ったんですけれども、その説明の仕方が問題だったのか、そもそも安

全対策や安全チェックのやり方自体を今回問題だったというふうに言われて

るんじゃないかと感じるんですけど、私は。その辺りはどういうことなんで
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しょうか。 

 

Ａ：（保安院）この問題点にも書かれてますように、そういう安全、保安院によ  

る安全の確認について理解を示す声もある一方で疑問を呈する声も多くとい

うことですので、私どもの受け止めは、これまでやってきましたこの法令に

基づく確認、それから、安全対策、緊急安全対策の実施とそれの確認という

ことだけでは不十分な面もあると、そういった評価もあると思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

◯司会 

 それでは、どうぞ、後ろの方。 

 

○NPJ 吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ 吉本興業のおしどりといいます。よろしくお願いします。まず、園田政  

務官にお願いいたします。以前お聞きしてました DOE のモニタリングのデー

タというのはどうなりましたでしょうか。3 月 15 日～22 日までに US エネル

ギー省で 1,000 箇所地上をモニタリングしたというデータは公表していただ

けるんでしょうか。あともう一点、警官と自衛官の方が飯舘で事故直後野営

しておられたときの線量は個人線量で積算線量だったということでしたけれ

ども、それは初期の十分なデータになりますので、もしよろしければそれも

公表していただけたらと思います。あと 1 点、少し管轄外になるかとは思う

んですけれども、福島県立大野病院、双葉郡の大熊町にあるんですけれども、

そこにホールボディカウンタが 2 台ありまして、事故直後、住民の内部被ば

くを測るという動きがあったんですけれども、バックグラウンドのないとこ

ろに移動して測るはずだったんですけれども、その役場の担当の方が突然左

遷されました。なので、住民の方が内部被ばくを測らないように国か県か大

きいところで動いているのではないかという不安がすごく広まっています。

そのよからぬうわさを払拭するためにも少し詳細をお調べして回答していた

だけたらと思います。よろしくお願いします。続きまして、放医研と福島県

立医科大学監督官庁である文科省の坪井審議官にお聞きしようかと思います。

もしよければ、安全委員会の加藤さんも御回答できるようでしたらよろしく

お願いいたします。住民の内部被ばくのことを以前から質問させていただき

ましたけれども、8月から始まります問診票、行動記録での線量は福島県庁の

県民健康管理チームに確認しましたところ、外部被ばくのみしか測定しない

と。問診票は外部被ばくのためにしか存在しないという回答をいただきまし
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た。内部被ばくは問診票から 1 つも推定しないという回答をはっきりといた

だいたんですけれども、それで、内部被ばくは地域医療課の方だということ

で、地域医療課にも確認しましたが、本日からホールボディカウンタ、浪江、

飯舘、川俣からピックアップして先行で JAEA の方で測っておられますけれど

も、セシウムから出てきたヨウ素被ばくの方は推定しない、今のところ推定

する予定はないという回答をいただきました。ですので、内部被ばく、その

分はどうするのかと聞いたところ、県民健康管理チームの行動表から推定す

るとあれなんですけれども、県民健康管理チームは外部被ばくしか測定しな

いという両方の課での回答を常にいただいています。ですので、内部被ばく、

県民の内部被ばくはちょっと福島県庁の方でも混乱があるようですので、ど

うやって過去推定していくか、少し具体的な回答がいただけたらと思います。

福島県の方で 5 台、ホールボディカウンタを搭載した検診車を購入して、11

月から県の方で測定するということですけれども、県の予算から購入したと

いうことで、でもそれは国の基金からという回答でした。ですので、そのお

金だけ出して口は挟まないというすごくおおらかなプランなのかどうか、ち

ょっとそれも疑問に思いますので、御回答をいただけたら、よろしくお願い

いたします。 

 

Ａ：（園田政務官）では、まず私からですね。 

 

◯司会 

 はい。 

 

Ａ：（園田政務官）済みません、私からお答えを申し上げます。まず、DOE のデ 

ータに関しましては、先日御照会をいただきましたので、今、確認をさせて

いただいているところでございますので、またちょっとお待ちいただければ

と思います。それから、あと、警察官と自衛隊の線量につきましては、先般

お答えさせていただいた折には、これは個人の持ってる線量計であって空間

線量を測るものではないのでということでお答えをさせていただいたと思う

のです。したがって、御用向きがその個人の線量でも知りたいというふうに

受け取らせていただいてよろしいでしょうか。分かりました。では、そうい

う場合において、それが情報として供せられるものかどうか、それは確認を

させていただきたいと思います。 

 あと、大野病院についてのホールボディカウンタがあって、そして、それを

使うというところになったときにその担当の方が左遷をされたということで

すね。それについては、私は存じ上げませんでしたので、それも確認をさせ
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ていただければと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございます。まず、放射線医学総合研究所は文部科  

学省が所管しておりますが、福島医大は、これは県立医大ということで県が

所管している大学でございます。その上で御質問のあった県民健康管理調査、

これについては、最終的にはこれは県が運営している制度で、県が設けられ

ている有識者の委員会でやり方は最終的に決めるというふうに、今の段階で

は聞いております。したがって、御質問のあったセシウムとヨウ素の関係を

どのように内部被ばくを推定するかについても今、私が承知する限りではま

だ確か決まっていないので、それをどうするかというのは次の、今度、その

有識者の委員会で決めていく、決定をしていく方向で検討されているという

ふうに、これは生活支援チームの方の関係者からそのように聞いております。

この件は何度も申し上げて恐縮なんですが、政府の中では生活支援チームが

この窓口をやっていますので、県の方とも連絡はそちらがやっております。

確かに県が単独でやっているわけではなくて、国の方もそれぞれいろいろな

支援をして、いろいろなアイデアとかアドバイスとかをしておりますので、

その中に放射線医学総合研究所も専門機関の 1 つとして技術的なアドバイス

はしております。ただ、恐縮ですが、これは文科省もその生活支援チームの

一員として協力しているということなので、大変恐縮ですが、生活者支援チ

ームの、また福島さんか誰か来られたときが 1 番責任を持ってお答えできる

と思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。その有識者会議のメンバーというのは全員、少し  

教えていただいたんですけれども、このメンバーを選定したのは福島県の方

でのメンバーの選定だったんでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）そのように承知しています。 

 

Ｑ：分かりました。以前、内部被ばくに関してお聞きしたときに、坪井審議官  

に、その問診票の方でとお答えいただいたんで、少しその認識が違うのでは

ないかと思って聞かせていただきました。ありがとうございます。 

 

Ａ：（文科省）済みません、私は問診票でと多分お答えしたことはないんではな 

いかと思います。セシウムの検査からヨウ素を推定するのは結構難しいこと
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だということは何回か前の会見で、そのような子どもの 10 人の調査のときに

は申し上げたかと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。では園田政務官、少しお願いごとばかりで恐縮なんです  

けれども、被災者生活者支援チームの福島さんはなかなか会見に来られませ

んので、もしよければ園田政務官に、住民の内部被ばくはこれからする問診

票、外部被ばくのみということで、それで内部被ばくは私は過小評価される

のではないかと心配してたんですけれども、内部被ばくの調査すらされない

ようですので、ピックアップしたホールボディカウンタからの認識はどこの

部署がするか、福島県庁の方ではっきりと回答が得られませんでしたので、

もしよければ、お調べして回答していただけたらと思います。よろしくお願

いします。 

 

Ａ：（文科省）先ほどちょっとご紹介されました原子力研究開発機構、これは今、

2,800 人の方のホールボディカウンタの調査を始められていると聞いており

ます。また、前からご紹介していますが、放射線医学総合研究所では 120 名

の方についてホールボディカウンタとか尿検査とかそういうのを検査してい

ますので、そういった住民の代表的な方のデータを踏まえて、更にその方が

どういう行動をしてたか、どういう地域におられたかということの、それが

いわゆる問診票、いわゆる行動調査の方から分かってくるので、それで、行

動調査の中で、外部被ばくと内部被ばくの関係も検討することになってると

思います。ただ、それもなかなか確かに難しいことなので、もしかしたら、

その一方の方がそれについてかなり否定的な御意見をされたのかもしれませ

んが、いずれにしろ、まだ決まってないというふうに聞いておりますので、

県の健康管理調査の委員会の方で最終的に決められていくというふうに聞い

ております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。JAEA の 2,800 人の調査は 8 月からと聞きました。  

それで、その抽出なんですけれども、子どもとか妊婦とか若い方が優先とい

うことで、そうすると、セシウム、ヨウ素は元々生体半減期は過ぎておりま

すけれども、セシウムの半減期、生体半減期もとっくに過ぎておりますので、

量が出ないのではないかということで、それで、そのセシウムもホールボデ

ィカウンタで量が出なければ問題ないということで、全員の内部被ばくの調

査をしないという回答をいただきました。そして、何度も申しますが、問診

票から推定するのは外部被ばくのみ。その内部被ばくは高かったと。 
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◯司会 

 済みません、問を明確していただけませんでしょうか。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

◯司会 

 簡潔に、済みません。 

 

Ｑ：分かりました。では、園田政務官、内部被ばくの方、どうぞよろしくお願   

いします。 

 

Ａ：（園田政務官）はい。いずれにしても、ちょっと生活者支援チームの方と調

整をさせていただいて、しっかり考え方まとめて、後日またお伝えしたいと

思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

◯司会 

 それでは、次の質問いかがでしょうか。では、真ん中の列のちょっと横側の

女性の方、あと、1番向こうの列の前から 3番目の男性の方、お願いします。 

 

○週刊金曜日 弓削田 

Ｑ：週刊金曜日の弓削田と申します。原子力発電所の再稼動に関連して、ちょ  

っと管轄外の質問なってしまうかもしれないんですが、夏の電力需給につい

て東京電力の松本様にお伺いいたします。3点あるんですが、1点目が毎日東

京電力の方で電気予報が出されておりますが、その毎日の最大電力需要の予

測について、どういった試算で出されているのか、具体的な数字の根拠をお

教えいただければと思います。また、夏のピーク時が 5,550 万 kW と予測され

ておりますが、それに関してもどういった数字的な根拠があるのかお教えい

ただければ幸いです。2番目に関してなんですが、大口電力需要家との需給調

整契約についてどういった形で今後その需給調整契約をされていくのか、そ

の実施予定などについてお教えいただければ幸いです。3点目ですが、先日東

京電力さんの方に夏の供給力についてお伺いしたんですが、その際に広野火

力2号機～4号機の復旧前倒し作業というのが予定されているとおっしゃって

いたんですが、それに関しては 7 月末までに復旧をされる見込みなのかとい

うのを再度お教えいただければ幸いです。以上です。 
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Ａ：（東電）まず、最大電力 5,500 万 kW の予測の方法でございますけれども、  

こちらは基本的に気象庁さんが発表されてくる気象予報、最高気温等の予報

を基に検討していくということでございます。もう一点は、今回は大きな地

震がございましたので、震災後の需要の動向、産業界でどれくらい需要が見

込まれるかということ、並びに現在様々な節電の対策、方策が講じられてお

りますので、そういったところを勘案いたしながら、現在のところ 5,500 万

kW という形で推定いたしております。大口の需要の契約の状況でございます

けれども、こちらに関しましても適宜大口の需要家の皆さまと協議をさせて

いただきながら、こういった契約を増やしていきたいと考えております。広

野火力でございますけれども、2号に関しましては 7月上旬、それから、3号、

4号に関しましては今月の中旬を予定しているという状況でございます。 

 

Ｑ：済みません。気象庁などの件と震災後の需要の動向というふうにおっしゃ 

っていましたが、その具体的な数値に関してというのは何か示していただく

ということは可能でしょうか。 

 

Ａ：（東電）以前ですと、1℃上がると何万 kW 増えるというような予測がござい

ましたけれども、今のところは震災後の需要の動向ですとか、あるいは現在

ピークの出方が、以前は 1 時～2 時に出ておりましたけれども、1 時～4 時頃

までずっと平坦に続くというような傾向と見ておりますので、そういった動

向を見ながら推定しているという状況でございますので、1℃で何万 kW 増え

るというようなところは今のところデータとしては持っておりません。 

 

Ｑ：ありがとうございます。大口の需要家の具体的な数字に関してというのは 

やはりお教えはいただけないんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）今、大口の需給調整契約がどれくらい進んでいるかについては答え

られるかどうかも含めて確認させてください。 

 

Ｑ：はい。よろしくお願いいたします。 

 

◯司会 

 どうぞ。 

 

○NHK 横川 
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Ｑ：NHK の横川です。空気中の放射性物質の核種分析のことで東電の松本さんと、 

あと、最後に園田さんにもお伺いさせてください。初めに、今回の新しい地

点での調査と、あと、2号機の中での空気中の核種分析の、意味合いとしては、

これ確か今までの正門とかでの調査がもう値が低くなってしまって分からな

いので調べるということだったと思うんですが、これ確認になりますけれど

も、今回は 1 号機と 2 号機で 3 ポイント敷地内ではやってますけれども、ほ

かの、例えば 4 号機とか 3 号機の近く等でも今後やることになるのかという

のをまず確認させてください。あと、1つ、今回の敷地の近くの 1号機の山側

で少し数字が出てるんですけれども、ごめんなさい、この 1 号機の山側の観

測ポイントが 1号機の原子炉建屋から何 m地点かが分かれば教えてください。

あと、この敷地内での数値なんですが、今、基準として炉規則の告示濃度限

度を示されていますけれども、これは従業員向けだと思うので、敷地境界で

の基準値が分かると思うんですけど、それで基準にした場合の倍数がもし分

かれば教えてください。次に、2号機の建屋内の方なんですけれども、この数

値をまずどのように評価されるかという、どう見てらっしゃるかという評価

を教えてください。あと、今回は 2 号機なんですけれども、ほかの号機でも

当然やることになると思うんですが、今の段階でどういうスケジュール、ど

ういうふうに考えていらっしゃるかということを教えてください。あと、裏

側の 2 号機の原子炉建屋内の線量率の測定結果の方なんですけれども、この

数字のまた、ここから言えること、どういうふうに評価するか、何が言える

のかということを教えてください。園田さんの方になんですけれども、今後

いわゆるいろいろな警戒地域とかそういう地域の見直し等をしていくときに、

原発はどういうふうに放射性物質が出るかというのは 1 つの大きな目安とい

いますか、大事になってくると思うんですけれども、今回その一環としてこ

ういった数字が出てきてると思うんですが、園田さんの方から見たときに、

今後どういうデータを集める必要があるというふうに見ていらっしゃるかと

いうことと、あと、見直しに向けてどういうスケジュール感を持っていらっ

しゃるかと。どういう条件が整った段階でそういうことができるというふう

に考えていらっしゃるかというそのお考えをお聞かせください。 

 

Ａ：（東電）まず、福島第一の各敷地のサンプリングの状況でございますが、こ 

ちらにつきましては、現在 12 箇所を予定しておりまして、最初に 3 箇所を 7

月 7日に測定いたしましたので、その結果を公表させていただいたものです。

今後、随時残りの各地点におきましても測定を行う予定でございます。こち

らに関しましては主に、現在建屋の方からどれぐらい放射性物質が出てくる

かというようなところを改めてきちんと評価したいと思っておりますので、
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そういった観点から定期的にサンプリングをしていきたいと思っております。

なお、今回①、北側の法面でございますけれども、建屋から見ますとおよそ

100m というような状況でございます。それから、今回私どもの資料では従業

員の被ばく線量に関する空気中の濃度限度でございますけれども、改めて一

般の公衆の濃度限度に対しましては数字を確認させていただきたいと思いま

す。2号機のダストの状況でございますけれども、こちらに関しましては、従

来 1 階二重扉、それから、大物搬入口を開放する際に換気したわけでござい

ますけれども、その値から比べますと、2階のこの原子炉捕機冷却系の熱交換

器周り、それから、3階の北西階段周りについては 10 のそれぞれ－1乗、－2

乗といったセシウムの状況でございますので、高いというような状況でござ

います。主に大物搬入口から機器ハッチを通じた換気が行われているという

ことではございますけれども、やはりこういった建屋の内部のところではダ

ストとして大きい、高い状況があると分かってございます。今後はこういっ

たダストの状況を踏まえながら、建屋の作業に際しまして環境改善の必要性

並びに作業の計画等を組立てていきたいと思っております。それから、裏面

にございます線量率の測定結果でございますが、こちらに関しましては、

10mSv/h から 50mSv/h という程度でございますので、3号機に比べればそれほ

ど高くないのではないかというふうには思っておりますけれども、いずれに

しても何らかの作業をする際には遮へいが必要と考えております。今回、ダ

スト、空間線量が分かってまいりましたので、両者の値を勘案しながら、今

後の作業時の放射線防護対策、環境改善といったものをしていく必要があろ

うかと思っております。最初の質問に戻りますけれども、周辺の空気中の濃

度限度といたしましては、ヨウ素 131 が 5×10－6、セシウム 134 が 2×10－5、

セシウム 137 が 3×10 の－5といった濃度限度でございます。単位はいずれも

Bq/cm です。 

 

Ａ：（園田政務官）では、私から。まず、今回のこの 2号機も含めてのダストの

空間線量を今、測らせていただいております。これについては、御案内のと

おり今の建屋そのもの 1 号機～4 号機、あるいは 5、6 号機という形で、様々

な形で今、収束に向かってといいますか、冷却も含めて対策を取らせていた

だいているというのが現状だと思います。これから第 1 ステップが終了し、

そしてこれから第 2 ステップに入っていく段階の中で、やはりこの第一原発

から放出されている放射能、放射性物質の総量というものは、これはもうデ

ータ的には大変重要なデータになってくるというふうに思っておりますので、

今、東電の方でその数量の計算というものの調査をしていただいているとこ

ろだと思っています。したがって、それが出てきた段階と、それから第 1 ス
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テップにおける取組みの状況を総合的にやはり勘案をしながら、今後の避難

区域の見直しというところも併せて検討をしていく必要があるということは

もう既に大臣からもお答えをさせていただいているとおりでありますので、

そのスケジュール感の中で取り組んでいきたいなと考えているところでござ

います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。1点だけ松本さんの方で、内部の 2号機以外の中の

調査はどんなスケジュール感か、改めて教えていただけると。 

 

Ａ：（東電）申し訳ございません。今のところ具体的な予定はございません。今 

回 Quince を使いまして、こういった作業はできるということが分かりました

ので、今後無人によりますダストサンプリング、線量測定をやっていきたい

と思っております。 

 

◯司会 

 それでは、次の質問いかがでしょうか。こちらの列の 2 列目の 1 番後ろの男

性の方、隣の女性の方、お願いします。 

 

○共同通信社 菊池 

Ｑ：共同通信社の菊池と申します。まず、東電の松本さんにお伺いしたいんで  

すが、午前中の会見の中で 1号機の、当初は産業医としていた方が 3月 11 日

～18 日まで避難されたということですけれども、それ以降、体制徐々に戻り

つつあるというふうに捉えているんですが、11 日～18 日に避難された方とい

うのは戻ってきたのか、それとも、以降また別の方になっているのかという

のを1点確認したいのと、本人が避難をされたのは本人の意思でされたのか、

それとも社としてそういう令を出したのかというのを 1 点教えてください。

あと、ストレステストについてお聞きします。これはまず保安院の森山さん

にお伺いしたいんですが、先ほど最終的な判断は総理と 3 大臣とおっしゃら

れていましたが、この最終的な判断というのは具体的に何を指すんでしょう

か。つまり、これは再稼動をさせられるかどうかの判断をするのが最終的に 3

大臣と総理というふうな趣旨でおっしゃられたのかということです。あと、

そのストレスチェックについて政務官にお伺いしたいんですが、先ほど安全

委員会で班目委員長が今回のストレスチェックを再稼動の判断に使うかどう

かを、こちらを判断するのは政治だというような趣旨の発言をされているよ

うです。これは政治の立場からも同じような見解を持たれているかというの

を教えてください。 
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Ａ：（東電）東京電力からまずお答えさせていただきますが、3 月 11 日～18 日

の間に第一原子力発電所のお医者様は一旦退避をいたしております。会社と

して、ほかの社員とともに大事故の対応に直接関わらない仕事をする人間に

ついては退避するということになりました。お医者様の待遇になりますけれ

ども、こちらの方は第二の方にまだ常駐しておりましたので、何か病人、負

傷者が発生した際にはそちらの方で対応するということになります。それか

ら、19 日からお医者様の方が戻ってこられたわけでございますけれども、こ

ちらは退避されたお医者さんとは違う別のお医者様になります。 

 

Ａ：（保安院）保安院からでございますけれども、この本日官房長官の会見の際 

に配付されたペーパーにもありますように、1次評価としては定期検査で停止

中の原子力発電所について運転の再開の可否について判断ということでござ

いますので、保安院といたしましても、この運転の可否の判断をなされるも

のというふうに理解しております。 

 

Ａ：（園田政務官）私から、まず、今回のこのストレステストに関わる事項で大

変関係者の皆さん方に御迷惑をお掛けしたことをおわびを申し上げたいと存

じます。その上で、今日官房長官からも発表させていただきましたこの 1 次

評価とそして 2 次評価、安全評価の導入という形で発表をさせていただいた

わけでございますけれども、当然ながら、班目委員長のお言葉をお借りすれ

ば政治が判断という形になるんでしょうけれども、実質的といいますか、行

政組織法上でいきますと、当然ながら、政府としてこれを判断していくとい

うことになろうかと思っております。その行政主体の最終的な責任者は所管

の大臣であり、あるいはそれに関わる閣僚と、そしてその責任者である総理

という形になろうというふうに考えておりますので、そういう観点からいき

ますと、政治が判断ということになるんだろうと思います。 

 

Ｑ：それぞれ追加でお伺いします。まず、お医者さんの件ですが、こちら、確   

かに第二に残られていたので、その後も対応できるという判断で退避した、

これは東電さんが退避させたということだと思うんですけれども、となると、

こちら実際はその後、けが人もいっぱい出ましたし、更に被ばくの防護の観

点から安定ヨウ素剤を飲むか飲まないかそのアドバイスもその産業医の管轄

だというようなことも伺いましたけれども、そのようなアドバイスもできな

いような状況になってしまったわけですから、結果的に、この対応として現

在適切であったかどうかというのを、まず東電さんにお伺いしたいというこ
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とと、あと、規制当局として、保安院として、11 日の時点で 1F の産業医を退

避させたということについてどのように評価されるかというのをお伺いしま

す。あと、政務官に対してなんですが、いわゆる最終的に政治ということは、

これ場合によっては、別のサイトで同じような評価が出た際に、電力需給と

かほかの要因によって再稼働するかどうかという判断が分かれてしまうとい

うこともあり得るのかというのを教えてください。 

 

Ａ：（東電）まず、お医者様の件でございますけれども、ヨウ素剤の服用に関し 

ましては、本店の産業医の先生がいらっしゃいましたので、現場の状況を報

告を受けながら指示を本店の方から出しております。それから、けが人、負

傷者でございますけれども、結果的に水素爆発が発生した際にけが人等が出

て、搬送する必要がございましたので、お医者様がいた方がよかったのでは

ないかという御指摘はそのとおりではないかというふうには思っております

けれども、やはり当時被ばくの面でどういったトレードオフがあったのかに

ついては確認したいと思っております。 

 

Ａ：（保安院）産業医の方が避難されたということでございますけれども、もち 

ろんそういった場に医師の方がおられることは望ましいと思いますけれども、

ほかの点も含めまして、非常事態、大変な混乱の中で様々なことが起こって、

これまでもいろいろな御議論がありますように、必ずしも理想的には物事は

運んでいないという面があろうかと思います。こういった対応については、

なかなか評価は難しいところではございますが、場合によってはそういうこ

とも含めて対応がどうだったかということは今後検証委員会などでも評価さ

れていくものではないかなと思っております。 

 

Ａ：（園田政務官）質問の趣旨を正確に受け止めてないかもしれませんが、1 つ

のサイトで判断が分かれることがあるかということですか。 

 

Ｑ：複数のサイトで同じような評価が出た際に、そうすると、恐らく科学的評  

価をするのであれば、その基準が何か、裕度に対して基準があるのであれば、

ここは基準以上、以下という判断ができると思うんですけれども、現在それ

が示されるかどうかというのもはっきりされていないわけですね。そういう

状況、もしそれで基準がない段階で始めてしまうとなると、場合によっては。 

 

Ａ：（園田政務官）基準というか評価の項目であるとか、あるいは評価の手法の   

選定というものを、今、保安院でやっていただくということでありまして、
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それを受けて、それに従って、それを今度は安全委員会の方でしっかりとチ

ェックをしていただいて、最終的にそれを行っていくわけですから、その基

準によってばらばらになるということは今の現状からは想定はされないので

はないかなというふうに思っていますけれども。 

 

Ｑ：要は聞きたいのが、今、値です、基準値がどういうふうに示されるかどう  

か、基準値が示されるのか示されないかも含めて、今一明らかにされていな

いんですけれども、つまり、基準値を設けるべきだというふうに政治の立場

から言うべきではないかというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）政治の立場からというよりも、それはしっかり今、保安院で

作っていただくという形になりますので、それは経済産業省、あるいは経済

産業大臣の下で、責任の中において行われるものだと思っています。それを

受けて、今度は安全委員会の方でそれを第三者的にきちっとチェックをして

いただくというわけですから、政治、私の立場からすると、細野大臣の下で

いくと、そういったところに口を出すということは、これは所管外に対して

口を出すことになりますので、それは差し控えたいと思います。私の立場で

はです。 

 

Ｑ：済みません、では、最後にもう 1つ。東電の松本さんにお伺いします。 

 産業医の方なんですけれども、結局 19 日に戻られたのは別の方ということで

すが、これは、そうすると、契約上は、今は契約関係はあるんですか、元々

いた産業医の方というのは。もしないのであればどういう経緯でなくなった

んでしょう。 

 

Ａ：（東電）確認させてください。 

 

Ｑ：お願いします。ありがとうございます。 

 

◯司会 

 それではどうぞ。 

 

○しんぶん赤旗 神田 

Ｑ：しんぶん赤旗の神田です。1 つは東京電力の松本さんにお伺いします。先  

日、弊誌の記者が 8 日に出された地震動と津波の関係のシミュレーション解

析について土木学会のモデルかどうかということをお尋ねいたしました。既
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にお答えをいただいていましたら申し訳ないのですが、その件について教え

ていただけますでしょうか。また、先日出された結果は、概要版ということ

だったと思うのですが、全体の載った正式な資料は公開されたのか教えてく

ださい。もう一つは文部科学省の坪井審議官にお伺いいたします。先日、弊

誌の記者が野鳥について調査するかどうかということを質問しました。その

際、質問の趣旨がよく伝わらなかったようでしたので改めて質問させていた

だきます。人の食べ物、生物を調べる必要があるかどうかということについ

てですが、人間は食べ物としてだけほかの生物から恩恵を受けているわけで

はないからです。川や海や微生物や植物が浄化しているし、植物の光合成が

大気中の酸素や二酸化炭素の量を調節しています。植物の繁殖には昆虫が関

わっているというふうに、野生生物は人が住む環境の基盤を作っているので

調査が必要だと考えました。こういう自然の恵みを受け続けるために、昨年

10 月、日本が議長国となって生物多様性条約締約国会議も開かれました。そ

の際、野生生物を全体として守ることの重要性について政府は普及に努めて

いたはずです。今回の事故のような特異な危険が自国の生物に迫っていると

きに、COP10 議長国として調べる必要があると思いますが、いかがですか。特

に鳥について取り上げたのは放射能汚染は生物の健康に及ぼす影響を多く反

映するという研究の例があるからです。チェルノブイリ原発事故の際、研究

者が周辺地域を調査した結果、哺乳類、鳥類で個体数の顕著な減少が見られ、

ツバメでは、つがいを作る確率や産卵数、ひなのふ化率などが低下したとい

ういろいろな影響が出ています。また、植物連鎖によって放射性物質が広が

るというのはどういうことですかとおっしゃっていましたけれども、鳥類は

植物や虫をえさにして、えさの生物がいる土壌を水の中には放射性物質が含

まれている可能性がありますし、鳥の体の中で濃縮される可能性があると考

えられます。この間、紹介いたしました山階鳥類研究所の提言では、海鳥が

三陸沖で魚を食べたときに被ばくすることも危惧しています。 

 

◯司会 

 申し訳ない、質問のところを端的に言っていっただけると。 

 

Ｑ：もう終わります。 

 

◯司会 

 はい。 

 

Ｑ：こういった渡鳥が外国へ渡るということ自身が放射性物質の移動というこ 
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とになりますし、また、外国でほかの大型の鳥が哺乳類に捕食されれば、そ

の国の生物が内部被ばくをするということにもなります。以上の理由から、

鳥などの野生生物を調査する必要があるのではないかとお尋ねいたしました。

よろしくお願いいたします。 

 

Ａ：（東電）まず東京電力からお答えさせていただきますけれども、今回 7 月 8

日に公表した津波のシミュレーションと過去の土木学会で用いたモデルに関

しましては同じ考え方での評価でございます。しかしながら、まず 2 つほど

違いがございますが、今回のモデルは実際に地震が起こりましたので、実際

の地震の震源に合わせて三陸沖から房総沖に起こるマグニチュード 9.1 とい

う地震で解析を行ったものになります。一方、土木学会でのモデルでの計算

につきましては、こちらは過去の例等をかんがみまして、将来起こるであろ

う地震といたしまして、三陸沖、福島沖、それから、房総沖にそれぞれマグ

ニチュード8.0～8.6の地震を仮定してシミュレーションをしたということに

なりますので、そういった津波の波源モデル、元々どこから起震されたのか

というようなところが違うということ。もう一つは今回は概要版でお示しし

たとおり、モデルの中にブロックごとに滑り量を仮定いたしまして、こうい

ったシミュレーションを行ったということになりますが、土木学会の方では

ブロックごとの滑り量ということではなくて、発生位置と地震規模を変えて

の評価ということが違います。それから、このときは概要版を公開させてい

ただきましたけれども、報告書本体の方は原子力安全・保安院さんの方に提

出したのみでございまして、公開はいたしておりません。中身に核物質防護

上の地図ですとか写真がございますので、そちらの関係で非公開という形で

させていただいております。 

 

Ｑ：はい、分かりました。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございます。先日御紹介いただきました山階鳥類研 

究所の提言なども拝見させていただきました。チェルノブイリ事故のときに

はやはり野鳥の奇形の発生とか、個体数の減少ということで、いろいろな研

究がされたというふうに伺いました。環境省からは研究機関において、一般

環境中の放射線のモニタリング結果と野鳥の生息、繁殖状況を照合して影響

分析するような研究を行うことは検討してるということだそうでございます。

ただ、環境モニタリングをとりまとめている文科省として、今はとにかく、

福島県民を初めとする人の生活の安全という観点のモニタリングにまずは注

力したいということであります。ただし、生物環境の保護も重要な課題であ
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るということなので、いずれにしても環境省とよく相談してまいりたいと思

います。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

◯司会 

 次、いかがでしょうか。次、1番前の方と後ろの列の 1番端の方、お願いしま

す。 

 

○読売新聞 三井 

Ｑ：読売の三井といいます。松本さんに内部被ばくの作業者の件で教えて欲し 

いんですけど、今日 9 人目の調査結果がまとまって 250 を超えなかったとい

うことで、これで可能性が指摘された 9人のうち 6人が 250 超えで、3人が未

満であったということで、最終的に確定したという理解でいいのかというこ

とと、今日確定したお一方の線量が 237.26mSv と出て、この方お幾つぐらい

の方なのかというのと、これまでで 6 人 250 超えしている中で最高値を改め

て教えて欲しいのと、4月の作業員では 250 超えはなかったと記憶しています

けれども、3月の 3,639 人の調査で今回の結果なので、一連の、今回の事故に

当たって 250 超えになる人間が 6 人でほぼ確定するという理解でいいのかと

いう点、教えてください。 

 

Ａ：（東電）まず、250mSv を超える恐れがあるということで、先般 9人の方がい

るということで御連絡させていただいておりますけれども、そのうち 6 名の

方が 250mSv を超えた、3 名の方が未満であったということで、確定でござい

ます。6名の方が 250mSv を超えて、3名の方が 250mSv 未満でございます。今

回確定した方は 30 代の男性でございまして、3、4号機の中央制御室での計測

機器の復旧作業に当たっていた方でございます。最大値でございますけれど

も、これは 1番最初に申し上げました 30 代の男性の方で 678.08mSv の方が最

大値ということになります。外部被ばくで 88.08、内部被ばくで 590mSv とい

うことで、678.08 ということで最大値でございます。なお、3月、4月という

ふうに見ておりますけれども、250mSv を超える方については、この 6 名でほ

ぼ確定しているというふうに考えております。やはり事故の直後の非常に混

乱していた状況の中で中央制御室、それから、現場で復旧作業に当たった方

の中でマスクの着用、めがね、それから、中央制御室の飲食といった形で少

し完全ではなかったというようなことが原因ではないかというふうに推定し

ています。 
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Ｑ：連絡がつかなかった方が何人かいらっしゃいましたけれども、そういった

方々の中で高い被ばくをされてる可能性というのはあるんですか。 

 

Ａ：（東電）今のところ、この連絡不明の方で、外部線量から見てこういった大 

きな値になるという可能性の方はおりません。 

 

Ｑ：あと、ちなみに連絡がつかないままになっている方は何人くらいいらっし 

ゃるんですか。 

 

Ａ：（東電）今のところ、まだ最終的な集計をしている段階でございますので、 

明後日公表させていただきたいと思っております。 

 

◯司会 

 それでは、後ろの方、どうぞ。 

 

○フジテレビ 生野 

Ｑ：フジテレビの生野と申しますが、先ほど 250 超えの質問出たので、1 つ確  

認なんですけれども、250 超えるとかは最大 678mSv の被ばくされた方はいま

すけれども、こうした方々に対して、東京電力の方で何年間ぐらいフォロー

というか、経過観察とかをされる予定なんですか。その基準というのは何ミ

リ以上というのはあるんですか。 

 

Ａ：（東電）経過観察という意味では、今回の運転員と保全の仕事をしている人

間たちでございますけれども、こちらの方に関しましてはもう継続的に経過

観察をしていくということになります。当然、年に 2 度の電離則に基づく健

康診断等がございますので、そういったところでフォローアップをしていく

ということと、会社を辞められた後でも追跡調査をしていきたいと考えてい

ます。それから、基準ということは、特別線量に対する基準ということは設

けておりませんけれども、やはり被ばくの線量という意味では、この方たち

は量としては多いという状況でございますので、丁寧に見ていく必要があろ

うかと思っています。 

 

◯司会 

 よろしいでしょうか。それでは、ほかの御質問いかがでしょうか。 

1 番端の男性の方、あと、2列目の前から 2番目の男性の方、お願いします。 
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○NHK 沓掛 

Ｑ：NHK の沓掛と申します。園田さんと森山さんお 2人にお伺いします。 

 調整運転が長期化している問題についてなんですけれども、今、泊の 3 号機

と大飯の 1 号機、これ調整運転に入ったまま、国の検査の合格ないままずっ

と運転しているわけですけれども、これについて、今日の安全委員会で班目

委員長が明らかによいことではないと。保安院に適切な判断を求めたいとい

うような内容の発言をされたということです。これについて、まず森山さん

に安全委員会の方から何か具体的な助言のようなものはあったのかというこ

とと、現状の認識と、今後どうしていくのかという点について教えてくださ

い。園田さんについても、政府として、この問題についてどのような働きか

けをされているのか、また、現状の認識についても教えてください。 

 

Ａ：（保安院）まず、保安院でございますけれども、検査というのは受ける必要  

がございまして、調整運転は通常 1 ヶ月程度でございます。班目委員長から

直接は何か指示といいますか、助言ということはあったというふうには承知

しておりませんけれども、そういう正当な理由なく、検査を受けないまま調

整運転期間が長期化することは法令上も問題になる可能性があると考えてお

ります。3月の調整運転からすぐに震災ですとか、あるいは緊急対策の実施を

理由として検査スケジュールを後倒しにする旨の報告を受けておりますけれ

ども、今後、適切な時期に検査の申請がなされるように保安院としての対応

をしてまいりたいと思います。 

 

Ａ：（園田政務官）私からは、所管外と言えば所管外ではあるんですけれども、

班目委員長が御発言されたことも含めて、やはり一般論で申し上げれば、法

令上に適切に対処していくというのがこの原子力の政策の中においては大変

重要なことであると思っておりますので、そのようにやっていただいている

ものではないかと思いますし、また、今後もそれに即して適切に対応をして

もらいたいというふうには思っています。 

 

Ｑ：1 点追加なんですけれども、森山さんに。今回のストレステストとの関連  

なんですけれども、この調整運転の機についてはどのように関係してくるの

でしょうか。 

 

Ａ：（保安院）保安院としましては、これは調整運転ではございますが、既に運  

転を開始しておりますので、あくまでも停止をしていて起動しているものが 1
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次評価の対象で、この調整運転も含めて運転しているものにつきましては 2

次評価、もちろん、新たに起動したものについても対象になりますけれども、

2次評価の対象だと理解しております。 

 

Ｑ：では、今回は 2 機については 2 次評価の対象ということでよろしいんです 

ね。 

 

Ａ：（保安院）既に調整運転のものについては 2 次評価の対象と考えています。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

◯司会 

 それでは、後ろの方、どうぞ。 

 

○日経新聞 川合 

Ｑ：日経新聞の川合と申します。東京電力にお伺いします。ダブったら申し訳  

ないんですけれども、シルトフェンスを開ける件で質問します。まず、そも

そもこれはどこを漏れるのを防ぐ工事で、これどのように、この鋼管を埋め

るのかというところが 1 つ。それから、この港湾部と外海のところの間の入

り口部というのは、これフェンスか何かで封鎖されているものなんでしょう

か。3 点目として、1.2 兆 Bq でしょうか、これが港湾の外の海へ漏れていく

量というのは推定できるものなんでしょうか。その場合、地元や海外への通

告というのはする予定なのでしょうか。あるいはもうしたのでしょうか。最

後に別件ですが、3号機の窒素封入は何か進展があったら教えてください。以

上です。 

 

Ａ：（東電）まず、今回の鋼管矢板の挿入に関しましては、お手元の発表文の資

料 1 の写真でございますけれども、南側の防波堤のところについては、これ

まで設置しておりました止水壁が今回の津波で壊れております。したがいま

して、私どもとしては 4 月 8 日までに大型土のうを積んでいるというところ

と、その前にシルトフェンスでカバーを覆っているという状況でございます

けれども、外洋に放射性物質を放出させないということから、今回この赤い

線のところで鋼管矢板を打ち込むというような作業をするものでございます。

鋼管矢板を打ち込むことによりまして、ほぼ 100％、こちらの方は止水できる

と考えております。今回は鋼管矢板を打ち込む関係で、この北側にございま

す北側防波堤のところのシルトフェンスを開け閉めして船が入るということ
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になります。基本的には、この船の出入りする間だけこのシルトフェンスを

開け閉めいたしますので、この 1号機～4号機の防波堤の中にたまっておりま

す汚染水、薄い汚染水になりますけれども、そちらに関しましては、大量に

港湾の外に出ていくというようなことは想定しておりませんが、若干量出る

かもしれないということでモニタリングを強化していくということになりま

す。また、こういった計画であるということに関しましては、地元の自治体

の皆さまほか、各県の漁連の方に事前に御説明の方をさせていただいている

というところになります。 

 

Ｑ：その推定の量というのは分からないということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい。基本的にはほとんどここの位置にとどまるというふうに推定

しておりまして、港湾の外には漏れていかない。あるいは漏れてもすぐに拡

散をしてしまう程度ではないかと考えています。 

 

Ｑ：窒素封入についてはいかがでしょう。 

 

Ａ：（東電）今のところ、報告書提出、本日が期限でございますので、提出すべ 

く準備を進めているという段階になります。 

 

◯司会 

 それでは、次の質問いかがでしょうか。では、後ろの段の真ん中の列のちょ

うど真ん中の方と、前の列の後ろから 2番目の男性の方、お願いします。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：済みません、フリーの木野ですけれども、まず、東京電力松本さんに。ホ   

ールボディカウンタなんですが、先ほど台数を増やされるということですが、

その後、8月以降の分をまた4ヶ月ほどかかって6台増やすということですが、

なぜそれほど時間がかかるのでしょうか。というのと、もう 1 点、ホールボ

ディカウンタ、実際に受検の後に事務処理で滞るという御説明があったので

すが、この事務処理で滞るというのはどういう理由からでしょうか。それか

ら、安全委員会の加藤さんに、ストレステストなんですけれども、これ実際

に保安院から案件が回ってきた際に、安全委員会の方は、専門委員も含めて

何かの検討をされるのでしょうか。そのために何か枠組みづくりみたいなの

は、誰と誰が参加するというようなのは考えてらっしゃるでしょうか。以上

をお願いします。 
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Ａ：（東電）後から来る 6台につきましては、こちらは新たに製造しているため、

時間が要しているものになります。新規製造分でございます。事務処理の方

でございますけれども、測った結果を技術者が確認した上で実際の線量に換

算する、あるいは線量を評価するということが必要になりますので人手がか

かるという意味でございます。 

 

Ｑ：済みません、人手足りないのであれば増やせばいいと思うのですけれども、

その辺は、今、何人体制ぐらいで、どういう形でやっているんでしょう。 

 

Ａ：（東電）こちらに関しましては、現在、当社で作業しております作業員の方 

で処理できると判断しております。特に問題があるというふうには考えてお

りません。 

 

Ｑ：今、何人体制ぐらいで、1 人当たりどのぐらいの時間をかけてやってらっ  

しゃるんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）これから詳細には詰めてまいりたいと思います。 

 

Ｑ：いや、少なくとも今の段階で、受検に対して事務処理が滞るというのであ  

れば、数を増やした方がいいと思うんですけれども、その辺は対処はされな

いんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）事務処理が滞るというふうに申し上げたのは、10 台のホールボディ

カウンタが運用されてどんどん人がやってきたというような場合にはそうい

う懸念があるということを申し上げただけで、今の段階では、私どもの今、

1F、2F で働いている作業員の方のホールボディカウンタの測定については時

間的には大丈夫というふうに判断しています。 

 

Ｑ：そうすると、今、これからホールボディカウンタの回数増やしていくと  

思うんですけれども、月に 1 度以上の回数というのは、少なくとももう少し

頻繁にした方がいいようにも思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

Ａ：（東電）外部線量ですとか、全面マスクをしておりますので、そんなに毎日

測るですとか、毎週測らなきゃいけないというものではないと思っています。

当然、マスクを外してしまったというような過去の例がございますけれども、
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そういったときには速やかに測る必要がございますけれども、線量そのもの

に関しましては 3 ヶ月に 1 回という法令の限度ですとか、厚生労働省さんの

方から毎月 1 回測るようにという御指示がございますので、その指示に従っ

て対応していきたいと思っています。 

 

Ｑ：分かりました。そのホールボディカウンタを、例えば住民の方の内部被  

ばくの調査等に利用されるというのは考えられるのでしょうか。 

 

Ａ：（東電）現在は、地域の住民の方々に関しましては福島県さんの方で御対応

してくださっているというふうに考えておりますが、その後、様々な状況は

考えられますので、国、自治体の皆さんとは御相談をさせていただきたいと

思います。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会ですけれども、今の状況は保安院の方から評価手法、  

それから、実施計画が出てくるのを待っている状況でありまして、その出て

きたものを見まして、適切な体制で手法、計画の確認、また、個別の炉の評

価状況についての確認、どうやっていったらいいか、それはそういった手法、

計画を見た上で判断してまいりたいと思います。 

 

Ｑ：実際に保安院から出てきた後はどのぐらいのスケジュールでそれが完了す 

るというふうに見ていらっしゃいますか。 

 

Ａ：（原安委）そこはまさにどういったものが出てくるか次第ですので、現時点

で 予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思います。 

 

Ｑ：いつ頃保安院から出てくるというふうに考えていらっしゃるんでしょう 

か。 

 

Ａ：（原安委）それも保安院次第でございます。いつでも出てくれば確認させて 

いただきたいと思います。 

 

Ｑ：分かりました。済みません、1 つだけ追加で園田さんにお伺いしたいんで  

すが、先ほどストレステストの理由に関して、保安院の方から出てきた文書

で「保安院による安全確認に関して理解を示す声がある一方で疑問を呈する
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声も多く」というようなのがあったんですが、これは同じことがそういう意

味では安全委員会にも言えるのではないかなというふうにも思うんです。当

初からの班目委員長の発言であるとか、一度謝罪なさいましたけれども、過

去にも浜岡の訴訟に関しての発言等あり、そういうのを考えると、今後、安

全委員会の人選、あるいはその専門委員の人選含めて、いつ、どの段階でと

いうのはあれですが、考えていく必要があるのではないかなというふうにも

感じるんですが、いかがでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）今の安全委員会の在り方について、私からどうと申し上げる   

ことは適切ではないと思っております。万全な体制で今やっていただいてい

ると考えておりますので、現行については、別に何か見直さなければいけな

いと考えているわけではありません。ただし、全体の日本の原子力の安全規

制というものの体制というものをどのように考えていくのかということは、

今後の細野大臣の下でしっかりと見ていく必要があると、大臣からもお伝え

させていただいているとおりでございますので、その観点から広くこれから

の議論には供していきたいというふうには思っています。 

 

Ｑ：分かりました。これ、ただ、取りあえずは細野大臣の所管ですので、そう   

すると、また、細野大臣いらっしゃったときにお伺いした方がいいというこ

とですか。 

 

Ａ：（園田政務官）現行の安全委員会そのものに対する評価については、当然な   

がら大臣にお聞きいただければというふうには思っております。けれども、

先ほど申し上げたように、大臣も含めて現行の安全委員会に対して何か注文

があるであるとか、そういったことは考えてもおりませんので、現行の中で

しっかりと行っていただくというのが今の私どものスタンスでございます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

◯テレビ朝日 佐々木  

テレビ朝日の佐々木と申します。松本さんと園田さんにお願いします。福島

県産の牛肉から基準を越える放射性セシウムが検出されて汚染が広がっている

わけなんですが、この件に関する受け止め、どういったものがあるかというの

をお願いします。あと、森山さんにお願いします。今回ストレステストがある

かと思うんですが、そもそも原発というのは設置基準というものがあると思う

んですが、それを満たしているんですが、裕度がないので再開はできないとい
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う可能性はあるんでしょうか。この 2点をお願いします。 

 

Ａ：（東電）まず、福島県産の牛肉の方からセシウムが検出されたという件でご

ざいますけれども、私どもといたしましては、事故の当事者といたしまして、

強く責任を感じております。多くの方々に御迷惑をお掛けすることになり誠

に申し訳ないと思っております。 

 

Ａ：（園田政務官）私からの立場で申し上げれば、当然ながら今、福島県の農産

物の関係についてはしっかりとチェックはなされているものだと。そして、

それにのっとって出荷も含めて行っていただいているものだと確信をいたし

ていたところでございますけれども、必ずしもそういう状況でなかったとい

うのは大変残念に思っておるとこでございます。そういう意味では、今後も

そういった体制と連携させていただきながら、しっかりと取っていく必要が

あると思っておりますし、また、今回の牛肉の案件に関しましては、今後の

対策については関係省庁の皆さん方がしっかりと対応していただきたいとい

うふうに思っております。 

 

Ａ：（保安院）運転再開できない場合はあるのかという趣旨の御質問だったと思 

います。まず、こういった 1 次評価を行って最終評価を終了した場合にはそ

の運転再開を認めるということが基本だと思いますので、こういった確認が

得られない場合には再開は認められないということになるかと思います。ど

ういう評価かというのは、これから十分詰めていく必要はございますけれど

も、まずその 1 次評価というものが運転の再開の可否についての判断という

ことでございますので、結果によってはその再開ができないということも、

少なくとも論理的にはあり得るものだと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

◯司会 

 それでは、次の質問いかがでしょうか。 

 先ほどの男性の前の女性の方と後ろから 2番目の男性の方、お願いします。 

 

○毎日新聞 徳野 

Ｑ：毎日新聞の徳野です。 

 済みません、松本さんに確認なんですけれども、今日被ばく量が 237mSv だっ

たと確認された男性の方は東電の社員の方なのか、協力会社の方なのかとい
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うことと、あと、被ばく量が 250mSv 超えた 6人の方は現在どちらでどんな作

業に従事してらっしゃるのか教えてください。 

 

Ａ：（東電）250mSv を超えた者は全て東京電力の社員でございます。本日の、

250mSv 未満ではございましたけれども、237.26mSv の者も東電の社員でござ

います。現在こちらの者に関しましては、福島第二のバックオフィスのとこ

ろで勤務中ということになります。250mSv を超えた 6 名の方は全て第二のバ

ックオフィスの方で福島第一の復旧作業に当たっているという状況となりま

すし、本日の 1 名に関しましては同じく福島第二のバックオフィスの方で働

いているということになります。 

 

Ｑ：済みません、もう 1 点。先ほど 6 人の方の最大の被ばく量を教えていただ

いたんですけれども、最低の方だと 250 超えた方は幾つか分かりますか。 

 

Ａ：（東電）6 名の中で 1 番小さい者は 308.93 になります。20 代の男性で外部

被ばくが 49.23、内部被ばくは 259.7 ということで、合計で 308.93 が 6 人の

うちでは 1番低い線量ということになります。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

◯司会 

 どうぞ。 

 

○共同通信 須江 

Ｑ：共同通信の須江と申します。細かい点で恐縮ですが、何点か確認をさせて  

ください。まず、東電の松本さんにお伺いしたいんですけれども、今日、先

ほどペーパーいただきました 2 号機の空間線量や核種分析ですけれども、こ

ちら、線量測定、これは丸は書いてあるんですけれども、全部で何箇所で行

ったということなるんでしょうか。それから、ダストサンプリングの核種分

析ですが、先ほど高いというふうにおっしゃいましたけれども、これは換気

の効果がなかったか、それとも、大物搬入口を開ける換気塔よりは、いわゆ

る湿度低減の方がメインだったかのようにも思えていますので、要は核種の

量が下がることは別にそれは想定していなかったというふうに捉えればよろ

しいんでしょうか。今後行う環境改善とはまた何か具体例があれば教えてい

ただければと思います。安全委員会にお伺いしたいんですけれども、これか

らストレステストの項目作成について、午前中などの保安院のブリーフィン
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グでは、印象として随時安全委に協議なり相談なり助言なりを求めるという

ふうに印象を受けたんですけれども、安全委として関与というのは今のとこ

ろ、イメージで随時行うのか、それとも、例えばこういう案が固まったとか、

項目ができた後は、先ほどおっしゃったように最終的な保安院の事業所の出

た評価が上がってから、それを確認するといったような節目節目、ある程度

大きく区切られたところの関与のみを考えているのか、その辺のイメージが

あれば教えてください。それから、保安院に確認をしたいんですけれども、

冒頭の宿題のとこでおっしゃっていた IAEA の文書ですが、済みません、これ

は英語には載っているのに日本語版には脱落しているということでよろしい

んでしょうか。不勉強で恐縮なんですけれども、具体的に英語版と日本語版

の何ページに載っている記載かということと、それから、修正となると、こ

れは再提出ということになるんでしょうか。あと、この同種なんですが、こ

れ保安院の管轄事項でないかもしれませんけれども、作成上、英語のバージ

ョンを作成して日本語に翻訳するのか、日本語で作成して英語に翻訳するの

か、同時並行で作成するのか、作成手順についての確認をさせてください。

以上、よろしくお願いします。 

 

Ａ：（東電）東京電力からお答えさせていただきますが、2 号機の線量測定につ

きましては、全部で 9箇所になります。写真が付いているところが 7箇所と、

そのほか、写真がないですけれども、途中途中で 2 箇所測っているところに

なります。2階のフロアのところに四角で書いてあるところが該当いたします。

それから、ダストでございますけれども、環境改善を行った際には 10－3Bq/cm3

という程度、若しくはそれ以下というような状況でございましたので、こち

らの、いわゆるこの 2階、3階の測定のところについては十分風が通ってなか

ったのではないかと思っております。特に大物搬入口を開けた後も、大物搬

入口から機器トレンチを、開口部を通じまして天井へ抜けるというルートが

支配的だろうと考えておりますので、こういった建屋の奥側の方については

なかなか換気が十分できていないという状況ではないかと思います。なお、

今後、環境改善につきましては、まだ具体的な対応は取れておりませんけれ

ども、こういったところに関しましては局所送風機を置くというようなこと

は方法としてはございます。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会ですけれども、保安院との間のやり取りということで 

すけれども、私ども考えておりますのは、まず 1 つはこの評価の手法と実施

計画について保安院から報告をいただくというのが、これは 1 つのステップ

であります。それを報告してもらって、その手法、計画がよしとなった以降
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は保安院が各電力に指示なりして、個別具体のプラントについての評価が行

われることになると思います。その個別具体のプラントについての事業者が

行った評価結果を保安院として評価したもの、これがまたその都度安全委員

会に報告なり何なりあると思いますので、その段階でその個別のプラントの

保安院としての評価についての確認というのを安全委員会として行う。これ

は手続上、必ず行われるものであります。それ以外に、保安院の方から個別

のお問い合わせなり何なりあった場合には、これは応じてまいろうと思いま

すが、今の段階ではまだそういったものはないです。また、そういったもの

に応じた場合にはやはり透明性を持ってどういった議論があったかというの

は世の中に御説明していく必要があると思っております。 

 

Ａ：（保安院）IAEA の報告書の件でございますが、日本語の報告書では 3 章の  

29 ページの、第 1 パラグラフの最後の部分です。それから、英語版はやはり

第 3章の 30 ページの第 2パラグラフの 1番最後です。日本語の方にはこの英

語のバージョンの最後の文章、これ日本語で読みますと「海水ポンプのとこ

ろでの津波の高さは、したがって 10m 以上である」という、その一文が英語

にはあるけれども、日本語にはないということでございます。これは作業と

してはかなり同時並行的にやってきておりまして、もちろん日本語を固めな

がら、英語に訳しながらということでございましたので、なぜこういうこと

になったのかというのは、もう少しよく調べる必要はございますけれども、

いずれにしても、何らかの対応を取りたいと思っています。IAEA にはこの英

語バージョンがもちろん行っているわけでございまして、日本語の正誤表を

作るのかどうかということを含めて対応を検討いたしたいと思います。以上

でございます。 

 

Ｑ：済みません、松本さんに、これ英語で書かなくてもいいんですけれども、  

今日いただいたペーパーの 7枚の写真はこれ 8日の実施時に Quince で撮った

ということでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい、そうです。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

◯司会 

 それでは、次の質問に移りたいと思いますが、質問されたい方は何名おられ

ますでしょうか。前の方 1 名で、後ろの方はお 2 人ですか。では、このお 3 人
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で最後としたいと思いますが、では前の方から順次後ろの方にと思います。 

 

○NHK 横川 

Ｑ：NHK の横川と申します。度々済みません。園田さんにお伺いしたいんですけ 

れども、ストレステストのことでお願いします。いろいろと今のところ説明

受けてるんですけれども、やはりなかなか実態として具体的な手法ですとか

決まらない中で見えてこない。あと、説明を受けても分からない部分は多い

んですが、結局、今回のお話伺ってきますと、1番最初に政府の方で出された、

要するに保安院の検査によって原発の安全性は確認されているけれども、国

民の安心感が得られていないので実施するという趣旨だというふうに感じら

れるんですけれども。確認したいのは、今回のストレステストをやる意味合

いがそもそもどこにあるのかというのがまず 1点。その上で、やはり 1次、2

次に分ける意味合いが全然分からないんです。つまり、国民から見た場合、

原発が動いていようが、止まっていようが原発は原発であって、そこの安全

性は変わらないわけですね。そうしたときに、なぜあえて動いているものに

は 2 次ですけれども、停止中のものについては 1 次という形でやるのかとい

うところの説明が、いろいろと聞いてはいるんですが、よく分からないので

改めてもう一度お願いします。その上で、これ聞いていくと、結局、再開あ

りきの中でつじつまを合わせるため、若しくは、いわゆるストレステストと

いうことをやったことによって安心してもらうための口実づくりというふう

に捉えられて仕方がないんですけれども、その辺りはどう捉えてらっしゃる

かというところ、この辺りをまずお願いします。 

 

Ａ：（園田政務官）まず、ストレステスト意味合い、意義でありますけれども、

先ほどから保安院、あるいは安全委員会からもお話があったかもしれません

けれども、あるいは本日の官房長官からも記者会見で発表をさせていただい

たわけでございますけれども、当然ながら、今までの緊急安全対策も含めて、

しっかりとまず現行の、現状の原子力発電所については、まず一定の評価を

させていただいたということでございます。これについては、安全委員会も

そのことについてはしっかりと評価をさせていただいていたところでござい

ます。しかしながら、御案内のとおり、様々な観点からまだ不安視されてい

るところもありましたので、より以上の安全性、安心感を持っていただくた

めに、より高度なこのストレステストという手法を今回新たに用いらせてい

ただいたということでございますので、従来以上の慎重な安全確認というも

のをきちっとやっていきましょうという姿勢をここでお示しをさせていただ

いたものであるというふうに御理解をいただければと思っています。その発
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表のされ方が、その過程の中において必ずしも私どもの意図したところと違

う形で受け止められてしまったのかなあというふうに思っておりましたので、

その点についてはやはりしっかりと、伝え方も含めて反省をしなければいけ

ないのかなというところでございました。したがって、それぞれの大臣の発

表の仕方が、それぞれにおいてニュアンスが違うような形で受け止められて

しまったというところは、やはり官房長官のところで一元的にしっかりと発

信をしていく必要があるということを、今日統一的な考え方を発表させてい

ただいたというところでございました。したがって、今回のことについては、

少しそこまでに時間を要してしまったというところはやはりその部分は反省

をするべき点ではないかなというふうに思っております。それから、1次評価

と2次評価のことでございますけれども。これについては、1次評価において、

まずは今の止まっているところに関しての評価をしっかりとやらせていただ

くというところはまず 1 次評価にあって、そしてまた、更に今後全国の稼動

している状況の発電所をも対象にここで行うということでございますので。

したがって、今の止まっているもの、定期検査中においての評価と、それか

ら、稼動しているものの評価ということにおいては、これはやはり状況が違

ってきますので、それぞれの 2 段階に変えるというところは、ここは正しく

保安院の方で、その 2 つの 2 段階に分けた状況をつくったというのは止まっ

てるか止まってないかの状況であろうというふうに考えておりますので、こ

の点については、さほど何かそこに齟齬が生じているというふうには、私は

受け止めてはいない状況でございます。それが何か齟齬を来しているような

形で受け止められてしまっているというものであるならば、それはもう少し

丁寧にこちらからも説明を重点的に行なっていく必要があるのかなというふ

うには受け止めさせていただいています。 

 

Ｑ：済みません、追加で聞かせてください。今の御説明で政府の姿勢を示した  

ものだということは分かったんですけれども、逆に 1 次と 2 次で分けるとい

うところについては、やはり説明が今一よく分からなくて。つまり、今回の

は動いてようが止まっていようが、元々持っている、原発の持っている構造

をシミュレーション等で調べて、要するにどんだけの裕度があるかというの

を調べたり、そういったものをするのがそもそもの狙いであったというふう

に理解しているんですけれども、そうしたときに、やはり止めているものと

止まっているもので、そういうふうに分けるというのは、逆に国民から見た

場合は、要するに止まっているものであろうと、例えば 2 次評価を経た上で

の安全性というのを見ないと安心できないというふうになってしまうんじゃ

ないか。つまり 1 次が終わった段階でいいですよと言われたって、それで安
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心しろと言われても、では、2次は待たなくていいのかというふうなことにつ

ながりかねないかと思うんですけれども、その辺りはどう捉えてらっしゃい

ますでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）そういったところも含めて、その一次評価の内容と、それか

ら、2次評価の内容というものをきちっと保安院の方ではまず作っていただく

という必要はあると思っていますので、その 1 次と、それから 2 次の評価に

ついては今後、その内容についてがしっかりと出てきたときに、また評価を

させていただきたいと思っています。 

 

Ｑ：分かりました。いずれにせよ、では内容ははっきりしていないので、分   

かりませんけれども、ともかくそれが出た段階で、いうならば、国民がそれ

で納得するかどうかというところが大事だと思うんですけれども、このやり

方で国民が納得、若しくは安心してもらえるというふうにお考えでいらっし

ゃいますでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）納得していただけるように、だからこそ、今までの緊急安全

対策と、それから更なるより向上、後期のテストというものを用いらせてい

ただいて、そしてより安全性が高まっているんだというところ、そしてまた

負荷を掛けた状況の中において更に安全性が高まったというところを再評価

をさせていただくという意味においては御納得をいただけるようにしていき

たいと思っています。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

◯司会 

 どうぞ。 

 

Ｑ：読売新聞の井上と申します。保安院の森山さんに確認なんですけれども、  

先ほど調整運転中の 2 基について 2 次の対象になるとおっしゃっていました

が、これは定期検査中のここ理解すれば 1 次の対象になるんじゃないかなと

思ったんですけれども、2次でよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）保安院としましては、今日の統一見解のペーパーにもありますよ 

うに、停止中の発電所の運転の再開の可否のために 1 次評価ということでご

ざいますので、もう起動して、最終調整総合負荷試験というのはまだ最終的
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に総合的に確認はしますけれども、運転中であるというカテゴリーに入れて

いるということでございます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

◯司会 

 それでは、後ろの方、お願いします。 

 

○フリーの木野 

Ｑ：済みません、フリーの木野です。まず、東京電力松本さんに。先ほど、プ   

ルトニウムの検出に関して保安院の方からサブドレンの検出の場所が適正で

あるかどうかと、それから、検出限界が低過ぎるという件があったのですが、

これはやり直しというのはいつ頃される予定というのはあるでしょうか。そ

れから、保安院の森山さんにお伺いしたいんですが、東京電力の先日の津波

の解析なんですけれども、これは概要版なんですが、例えば写真であるとか、

そういった問題のある部分を抜かした形で、もう少し正式版というか、詳細

なものを東京電力から出てきたものを公表されるような考えはないでしょう

か。以上、お願いします。 

 

Ａ：（東電）まずサブドレンの方でございますけれども、森山対策監の方からお

話がありましたとおり、現在、私どもとしましては、1、4 号機側で 2 号、5、

6機側で 5号をサンプリングいたしております。こちらは当初、サブドレンの

中から検出されているヨウ素、セシウムがそもそも多いというようなところ

から判断したものでございますが、継続的にはこの 2 箇所を測ってまいりま

すけれども、今後、その他の地点についても計画をした上でサンプリングを

したいというふうには思っております。それから、安全委員会さんの方から

検出限界値が高いという御指摘がございましたので、こちらに関しましても、

自然界のレベルとどうなのかという点に関しましては見直したいと思ってお

ります。ただ、検出限界値を下げるということは測定に時間がかかるという

ことでもございますので、そういったところは御考慮いただければと考えて

います。 

 

Ｑ：分かりました。済みません、先ほどのまた繰り返しなんですが、時間がか  

かるのであれば、もうちょっと早いところというのが文科省の方でやってい

るところでも早かったりですとか、海外の機関であるとかも早いと思うんで

すけれども、そういったところに出すというのは、やはりないのでしょうか。
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それから、サブドレンの方なんですが、これは取りあえず検討はするけれど

も、やるかやらないか、まだ分からないということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（東電）いえ、サブドレンに関しましては、計画ができ次第やっていきたい 

とは思っています。時期に関しましてはまだ未定です。それから、プルトニ

ウム等の分析結果については、私どもが測ろうと、ほかの機関が測っても時

間がかかるのは事実でございます。 

 

Ａ：（保安院）津波の関係でございますけれども、先日もちょっと申し上げまし 

たけれども、保安院といたしましては、東京電力から出てきました津波のシ

ミュレーションにつきまして、まだこれからどういう体制でやるかは詳細に

決める必要はありますけれども、専門家の意見を聞きながら行いたいと思っ

ています。通常、そういう場合には追加的な、より分かりやすいデータ等も

出していただきながらやりますし、先ほどいろいろな制約条件があって公表

できないものもあるということでございましたけれども、津波そのものにそ

ういうことはないわけですので、基本的には可能な限り公開の場でそういっ

た確認作業というものは行いたいと思っております。そういう中で、御満足

いただけるようなものが出るかどうかはあれですけれども、できるだけそう

いった専門家への説明できるような資料も場合によっては追加的な形で求め

ていきたいと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。済みません、ちなみに今回、東京電力から出た資料という  

のは、概要版は我々も見ているんですけれども、全体ではどのぐらいの分量

になるものなんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）キングファイル 1冊分ございます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

◯司会 

 以上で質疑は終わりということでよろしいでしょうか。それでは、東京電力

から本日の作業状況の説明でございますが、1点、先ほど 3号機の窒素封入に関

して東京電力の方から保安院の方に報告があったということでございまして、

その資料も準備できたということでございますので、それを配らせていただき

ます。本日の作業状況とともに本件についても東京電力から説明いたします。 
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＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 

○東京電力 

 まず、本日の作業状況の方から御説明させていただきます。原子炉の注水の

状況でございますけれども、本日17時現在、1号機は 3.5m3/h、2号機も 3.5m3/h、

3 号機 9m3/h での注水を継続いたしております。特に圧力容器の温度等大きな変

化はございません。格納容器の窒素の封入の状況でございますけれども、17 時

現在、1号機は格納容器の圧力といたしまして、144.7kPa、窒素の総封入量は 6

万3,200m3となります。それから、2号機でございますが、格納容器の圧力は15kPa、

窒素の総封入量といたしましては 4,000m3となります。使用済燃料プールの冷却

の状況ですけれども、17 時現在、2 号機の使用済燃料プール水温は 35℃、3 号

機は 32℃という状況でございます。タービン建屋のたまり水でございますけれ

ども、3号機は現在、プロセス主建屋の方への移送を行っております。それから、

6 号機でございますが、本日は 10 時半～16 時 30 分にかけまして、タービン建

屋のたまり水を仮設タンクの方への移送を行っております。それから、10 時～

17 時にかけまして、仮設タンクからメガフロートの方に移送を行っております。

集中廃棄物処理建屋の水位です。プロセス主建屋は 17 時現在、5,724mm という

ことで、午前 7時と比べますと 48mm の低下でございます。雑固体廃棄物減容処

理建屋ですけれども、4,117mm ということで、午前 7時と比べますと 7mm の上昇

となります。それから、各トレンチの水位の状況です。17 時現在、1 号機はダ

ウンスケール中、2 号機は 3,547mm、午前 7 時と比べますと 15mm の上昇になり

ます。3号機は 3,764mm ということで、午前 7時と比べますと 4mm の低下になり

ます。タービン建屋の水位です。17 時現在、1号機は 4,920mm、変化ございませ

ん。2 号機は 3,548mm で、午前 7 時と比べますと 15mm の上昇になります。3 号

機は 3,662mm で、午前 7 時と比べますと 7mm の下降です、低下です。4 号機は

3,677mm で、午前 7時と比べますと 3mm の上昇ということになります。1号機原

子炉建屋地下 1 階の水位ですけれども、17 時現在、4,282mm ということで、午

前 7時と比べますと 3mm の低下です。各作業の状況になります。まず、4号機原

子炉建屋使用済燃料プール底部の支持構造物の設置工事でございますけれども、

本日 8 分の 5 段目のコンクリート打設の準備工事を行っております。リモート

コントロールによります瓦れきの撤去ですけれども、本日は 1、2号機タービン

建屋右側の瓦れき撤去を行いまして、コンテナ 3 個分の瓦れきを回収いたしま

した。累計量といたしまして、コンテナ 400 個になります。それから、ロボッ

トによります瓦れきの撤去につきましては、本日は撤去工事そのものは行って

おりませんで、撤去済みの瓦れきのコンテナの移動作業を行っております。循

環型海水浄化装置でございますけれども、本日は運転を再開いたしておりませ

んで、明日から運転を再開する予定でございます。今回の停止に合わせまして、
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ゼオライトの交換を実施するということになります。1号機原子炉建屋のカバー

の設置工事でございますけれども、本日 2 台目のクローラクレーンの組立工事

を行っております。それから、3号機の原子炉建屋の開口部のダストサンプリン

グを明日行う予定でございます。コンクリートポンプ車を使用いたしまして、

原子炉建屋上部の開口部でのダストサンプリングを明日行います。それから、

午前中申し上げました夜の森線の工事でございますけれども、本日 13 時 44 分

に復旧の方終わっております。夜の森線からの外部電源の受電ということにな

っております。それから、5、6 号機側の緊急医療室と休憩室の電源復旧でござ

いますけれども、本日 15 時 35 分に復旧いたしまして使用可能な状態になって

おります。第二原子力発電所のモニタリングポストの清掃でござますけれども、

本日はモニタリングポスト 1 番の清掃を行っております。明日は 2 番の予定で

ございます。水処理関係の状況でございますけれども、本日は連続運転を行っ

ておりますので停止はございません。明日はベッセル交換を予定しております

ので、10 時過ぎにフラッシングのため停止する予定でございます。水処理の累

積量でございますけれども、17 時現在、高濃度の汚染水の累積処理量は 1 万

9,240t になります。淡水化処理装置の処理量に関しましては、17 時現在 6,780t

という状況でございます。それから、先ほど回答をし切れていない質問の回答

でございますけれども、まず、需給調整契約の契約状況でございますけれども、

今年は合計で 320 万 kW の契約がございます。それから、お医者様との契約でご

ざいますが、3月にいらっしゃったお医者様は元々3月末までの契約でございま

して、その後は契約が満了する予定でございまして、現時点では契約関係はご

ざいません。それでは、先ほど配らせていただきました 3 号機の窒素封入に関

する報告につきまして御連絡させていただきます。こちらは原子力安全・保安

院さんの方から「3号機における格納容器への窒素封入に係る報告徴収」という

御指示が出ておりましたので、その報告ということになります。ページをめく

っていただきまして、2枚目のところに別紙 1ということで概要を書かせていた

だいておりますけれども、その裏面のところになります。仮設の窒素発生装置

の方から、流量計を経由いたしまして、各原子炉建屋内に配管を接続いたして

おります。先般、写真を公表させていただいておりますけれども、格納容器漏

えい率検査用の予備ライン、16 の 503B という弁がございますけれども、そこの

ところと新たに配管の方を接続いたしまして注入ラインを構成いたします。仮

設ラインの注入弁を開けることによりまして、注入が開始するという状況にな

ります。注入量といたしましては、14m3/h を予定いたしております。それから、

本件、今回の窒素封入に関しまして、水素燃焼を防止する効果に関しましては、

ほぼ想定している水素濃度は約 1％未満ということで考えておりますので、可燃

限界には達しないと考えております。また、この作業によりまして、格納容器
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から押し出される放射性物質が周辺環境に与える影響といたしましても、ほと

んどモニタリングポストに影響を与えるレベルではないと判断いたしておりま

す。また、注入に当たりましては、2号機と同様、注入開始の前後から可搬型の

モニタリングカーによりまして、3号機の風下側の臨時の測定を行うという予定

でございます。そのほか、作業員の被ばく線量でございますけれども、こうい

った高汚染量区域でございますので、比較的、時間の管理ですとか動線の確認、

作業手順の確認等を行いまして、被ばく低減を行っていきたいと考えておりま

す。なお、明日の午後から準備工事の方は着手したいと考えております。東京

電力からは以上でございます。 

 

◯司会 

 説明以上でございますが、最後配られたもので、新しい話でございますので、

幾つか質疑をと思っております。もし質問ある方おられましたら、よろしいで

しょうか。それでは、後ろの 1番前の方。 

 

＜質疑応答継続＞ 

○日経新聞 川合 

Ｑ：日経の川合です。済みません。追加ですが、別紙 1 の 1 番下にある被ばく

管理手法でガンマカメラの熱源の確認とか 4 種類ぐらい作業が書いてありま

すが、これはもう既に実施した対策ということでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい、そうです。こういったことを勘案いたしまして、今後、実際   

の作業に当たっての作業手順、動線の確認といったものを行う予定になりま

す。 

 

Ｑ：ちなみに作業員の方の被ばく量の推定というのは何か目安みたいなものは 

あるんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）以前、この仮設の試験用予備ラインを見に行った際の計画線量とい  

たしましては 10mSv を予定しておりましたけれども、実際の線量はもう少し

低かったので、もう一度再設定する必要があろうかと思っています。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

◯司会 

 よろしいでしょうか。それでは、以上をもちまして本日の合同記者会見を終
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わりにさせていただきます。明日は 16 時半から予定しておりますので、よろし

くお願いします。どうもありがとうございました。 

 

 

 


